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     午前１０時００分  開議 

○議長（三浦清人君） おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。 

  ただいまの出席議員数は15人であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。 

  欠席議員10番髙橋兼次君となっております。 

  なお、傍聴の申し出があり、これを許可しております。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                                            

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（三浦清人君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において４番千葉伸孝君、５番後

藤伸太郎君を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

                                                                                       

     日程第２ 一般質問 

○議長（三浦清人君） 日程第２、昨日に引き続き一般質問を行います。 

  通告４番千葉伸孝君。質問件名、１、循環型のゴミ処理で財源の削減を。２、ブランド化と

環境保全に復興事業の影響は。以上、２件について、一問一答方式による千葉伸孝君の登壇、

発言を許します。４番千葉伸孝君。 

     〔４番 千葉伸孝君 登壇〕 

○４番（千葉伸孝君） ４番は議長の許可を得ましたので、登壇より町長に一般質問を行います。 

  事項は、「循環型のゴミ処理で財源の削減を」です。 

  要旨に関しては、「生ごみの収集アップへの町の取り組みは」です。 

  ２番目として、「資源ごみの分別強化で町民のゴミ袋値上げ軽減策を」。 

  ３番目、「南三陸ＢＩＯと町とのかかわりは」。 

  そして４番目に、「ごみゼロ社会への町長の考えは」です。 

  質問に入る前に、初めに、この問題を取り上げた理由を説明いたしますと、今回の１件目の

質問は志津川町民からの生ごみの収集場所を４カ所にし、その場所まで町民が持っていかな

ければならないとの話があり、その調査の一環として南三陸町ＢＩＯに聞き取りに行きまし

た。その内容は、めぐるステーションの報告会で参加してくれた会員となっている方々に、

この事業の内容・結果をプロジェクターで説明した部分に、町民にとって大切な一部だけが
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ひとり歩きしたことで町民の一部の方々に不安を与えるような結果となりました。 

  南三陸ＢＩＯの生ごみの回収での収集率を高める方策として提案されたもので、今後、町と

住民と協議を重ね、新たなごみ回収方法を模索した内容で、住民の家庭環境を踏まえ検討し

ていくとのことでした。 

  これらの生ごみ問題について町長に質問したいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） おはようございます。 

  それでは、千葉議員の１件目のご質問「循環型のゴミ処理で財源の削減を」ということにつ

いて、お答えをさせていただきます。 

  まず、１点目のご質問であります。 

  生ごみの収集率アップへの取り組みについてでありますが、平成27年10月より生ごみの収集

を開始するとともに、翌年９月には事業系の生ごみの受け入れを始めたことによりまして、

生ごみの収集量は少しずつ増加傾向にありますが、残念ながらまだまだ計画量には達してい

ないという状況にございます。町といたしましても収集量の向上の取り組みとして、バイオ

ガス施設で受け入れる生ごみの種類を拡大し、飲食店やコンビニ等の事業所を訪問して生ご

み分別のご協力をお願いをいたしているところであります。今後も各地区での分別説明会の

開催、事業所訪問を通じて生ごみ分別の徹底による収集率の向上に取り組んでまいりたいと

考えております。 

  次に、２点目のご質問、ごみ袋値上げ負担軽減についてお答えをさせていただきますが、資

源ごみの分別強化につきましては、昨年の家庭ごみ袋の有料化についての住民説明会の際に

も多くの町民の方々から分別方法についてのご質問が寄せられたところであります。資源ご

みの分別を徹底することは、指定ごみ袋を利用して出すごみ量の減量化にもつながり、結果

としてごみ袋の使用枚数も減少し、値上げ負担分についても軽減されるものと考えておりま

す。 

  次に３点目、南三陸ＢＩＯと町のかかわりについてでございますが、町は地域バイオマスを

活用した産業の創出と地域循環型の資源エネルギーの創出により、地域のバイオマス産業を

軸とした「環境にやさしく災害に強いまちづくり」を具現化するために、平成25年12月にバ

イオマス産業都市構想を策定し、平成26年３月バイオマス産業都市に選定をされたところで

あります。 

  町では、構想の大きな柱であるバイオマス事業を官民連携で実施することとし、アミタ株式
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会社と覚書や実施協定を締結をし、平成27年10月にバイオマス施設である南三陸ＢＩＯが開

始をしたところであります。役割分担といたしましては、アミタ株式会社が生ごみ処理施設

の建設、維持管理及び運営を担い、町は生ごみの回収と余剰汚泥の搬入、液肥利用の拡大な

どを行うということになっております。 

  最後に、４点目のご質問「ごみゼロ社会の考えについて」お答えをさせていただきますが、

本町におけるごみ処理は、現在、気仙沼市にごみ焼却処理を委託し、焼却灰については秋田

県小坂町にある民間の最終処分場に埋め立て処分をお願いしている状況にあります。本町は、

震災復興計画にエコタウンへの挑戦を掲げ、廃棄物の減量とリサイクルの推進を進めるため、

平成27年10月にバイオガス施設南三陸ＢＩＯにおいて事業展開を開始する一方、資源ごみの

分別は平成10年から12分別を開始し、現在は17分別に分別数をふやしながら、ごみの減量と

リサイクルに努めているところであります。自前のごみ処理施設と最終処分場がない本町に

とりましては、これらの施設に依存しないごみゼロ社会の構築は、目指すべき方向性と考え

ております。 

  よって、今後も新たな分別品目等をふやすなど、さらにごみの減量化・資源化を図りながら

循環型社会の形成を目指すとともに、住民、事業者、町が一体となった、ごみに対する意識

啓発を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 再質問いたします。 

  今回の質問は、ちょっと多岐にわたっていますので、うまく90分以内で終わるかちょっと疑

問ですので、各担当課の細部説明に関しては簡略に適切な説明でお願いしたいと思います。 

  それでは、質問に入ります。 

  生ごみの収集は、エコタウンを目標にする町にとっては関係事業所と町の協働が不可欠と私

は思っています。生ごみの再生処理に関しては、衛生センターの汚泥の処理、現在の25％の

生ごみの収集では汚泥の合わせての処理に関しては足りない状況で、今現在、町のし尿とし

ての汚泥、そして浄化槽の汚泥、この全てを生ごみとの処理にすると25％から85％の生ごみ

の収集が町の目標であり、その取り組みについてお聞きしたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） ちょっと若干聞き漏らした点がございますが、基本的に先ほどお話しま

したように、残念ながら生ごみの収集が目標に達していないという現実がございまして、そ

この中でとにかくこれをいかに引き上げていくかということが町にとっての大きな課題だと
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いうふうに思ってございまして、その中で我々としてとり得るべきことは、地域住民の皆さ

ん方にいかに理解をいただいて協力してもらうかということが我々としての一番大事な取り

組みだというふうに思ってございます。ただいまご質問の細部の数字等につきましては、担

当の課長のほうから答弁をさせたいというふうに思います。 

○議長（三浦清人君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（佐藤孝志君） それでは、ただいまの質問にお答えしたいと思います。 

  議員お話のように、生ごみにつきましては平成29年度でございますが、296トンということ

でおおむね23％であります。それから、し尿余剰でこちらのほうは1,448トンということで、

57％になっております。２つを足しますと、大体45％というふうなところとなっておるとこ

ろです。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 町長の説明、それが私は適切だと思います。細部について今、課長から

もらいましたが、やっぱり住民の理解と住民の協力なくして生ごみの収集アップには私はつ

ながらないと思いますので、その辺、町としての取り組みをますます強化してほしいと思い

ます。 

  質問に入る前に、ちょっと老眼と花粉症の影響で、ちょっと文字が見えづらく詰まりながら

の質問となることをお許しください。 

  ２問目ですが、めぐるステーションの活動が12月定例会でも議員のほうから説明され、町へ

の取り組みを質問しました。活動により、生ごみ、資源ごみ、可燃ごみの活動後の取り扱い

で全てを焼却したとの説明を前議会の中で受けましたが、当該事業所から聞いたところ、廃

棄物処理法の民間の実証実験であり、資源利用はできないとの説明を受けました。町がかか

わったことで、分別したものの有効利用、これは回せなかったのか。その辺、確認したいと

思います。 

○議長（三浦清人君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（佐藤孝志君） 生ごみにつきましては、家庭から搬出されるごみについてＢＩ

Ｏのほうに持っていくと、それから事業所のその資源の問題ですが、これは直接町が集積所

に、あるのは家庭から排出されるそのごみを処理する部分は町の役割としてございますが、

事業所から出るそのごみにつきましては直接事業者責任ということで、クリーンセンターの

ほうに持参いただくというようなことになっておる状況です。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 
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○４番（千葉伸孝君） 課長、よく聞いてほしいのは、めぐるステーション活動の中でそこで分

別した生ごみ、可燃ごみが全部焼却のほうに回った、この理由は何ですかと聞きました。そ

ういうことです。 

  あと、私の感じるには、活動の場は、土地は町のものであり、結の里は社協の所有と聞きま

した。結の里へのめぐるステーションの活動は、高齢者から幼児までが参加し、結の里の目

指す活動とつながったということでした。ここでは、楽しみ、会話ができ、今の生活を語り

合うコミュニティがここで展開されました。町として生ごみ収集の拡大は、高台で暮らす地

域住民の情報交換を含め、家に引きこもる高齢者を引き出せる、会話することで孤独を防ぐ

ことになります。生ごみの運搬費用減額と再生エネルギーの創出である、町の発展的な取り

組みをお願いしたいと思うのですが、その支援対策として何か提案があれば、その辺をお聞

かせください。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） めぐるステーションの実証実験によりまして、400軒ほどが参加したと

いうことで、参加した方々にとっては大変有意義性があったというふうなお話を聞いてござ

いますし、確かに利用した方々そういう実感を持っていただいたというふうに思います。し

かしながら、400軒でなくて今度は全町ということになりますとさまざまな実は課題がござい

ます。めぐるステーションも再びまた再開をしたいというお話をしてございますが、提案も

いただいているわけでございますが、そのまますぐじゃあ次の段階にステップできるのかと

いうことになりますと、その課題をクリアしないとなかなか次へ進むということについては

ちょっと難しいというふうな状況がございますので、いずれこれ庁舎内でもう少し話をもみ

ながらやっていかなければいけないというふうに思ってございます。前段の部分については、

担当課長から答弁をさせたいというふうに思います。 

○議長（三浦清人君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（佐藤孝志君） 先ほどはちょっと質問に合わないような答弁をさせていただき

ましたが、基本的には実証実験で出されたごみというものは、差し当たりごみの場合は町外

から出る場合は持っていくところのその自治体と協議しなければならないような要件もござ

います。実証実験の場合は、実施する段階で町ともアミタとも協議したわけですが、差し当

たりその出口対策を基本的にはしっかりしないと実証実験を受けてもその処理する方法がな

いということで、今回の場合は焼却ということになってしまいましたが、今後も実証実験で

なくて実際ステーション形式で集めるとなれば、当然その出口対策をしっかり持っていくと
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ころの自治体と協議して、そのごみをどういうふうに使うのかという部分をはっきりしない

と、なかなかその出口対策として責任持ったごみの処理ができないというようなことになり

ます。ですから、この辺は今後あくまでもその品目を何にして、出口をどこに持っていくの

かというのを明確にしながら、その上で確実に追加できる項目については進めてまいりたい

というふうに考えております。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 今回の実証実験は町とともにやっているので、町のクリーンセンター、

衛生センター、そしてＢＩＯのほうに持っていけばそれで済むのかなと思いますが、先ほど

も話したように廃棄物処理法、この辺がやっぱりアミタのほうでは問題なんだということで

今回は全部焼却したとの内容でした。課長そういうことだと思いますので、簡略にお願いし

ます。 

  あと、今回この生ごみ、そして資源ごみに関して、私もいろいろと調査をしました。ホーム

ページとか、あとほかの自治体の状況を見ました。そして、町でもってごみ袋値上げの説明

会がありました。その内容の中に、資源ごみとして南三陸町から800トン、その金額が、買い

取り金額が1,350万円、もう大きい収入になったのかなと思います。そんな中で値上げを検討

していると。そして、この売り払いに関してはアルミ缶、そしてスチール缶、これが大体５

割と、そのほかは大体紙類なんですがいろんな紙の種類がその中にはあります。その紙をう

まく分別して、まだまだこの買い取り金額が私は上がっていくものだと思いますので、その

辺町のほうに取り組みをお願いしたいと思います。 

  あと、今回環境対策課のほうで町内の行政区を回ったんですが、そのときの資料の中にごみ

の23年度から29年度までの推移が掲載されていました。平成23年3,000トン、平成29年4,600

トン、この量は大体1,500トンがプラスされています。また、それに比例して個人のごみも大

分ふえています。そして、ごみの処理費用なんですが、平成23年には１億234万円、そして平

成29年には３億632万円、大体３倍ぐらいの経費がかかっています。そして１人当たりの処理

費用を計算したものがあり、それを割ると１人当たり大体6,666円かかっていると。そして、

29年には２万3,311円かかっています。この大きな数字の変化、これに対して町のほうではど

のように分析していますか。 

○議長（三浦清人君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（佐藤孝志君） まず、資源物の値段の関係でございますが、これは市場価格、

世界的な情勢との関係がございますので、数量がふえても価格が上がらないというふうなケ
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ースもございます。特に、29年度であればアルミ缶が大分数量の半分ぐらいあるわけなんで

すが、価格が高かったために全体的な売り上げの金額としては高いというふうな状況になっ

ております。 

  それから、全体的なそのお話の費用の問題ですけれども、やはりごみ量がふえてきて最終的

に当町には処理施設がなく、他のほうに持っていっていると、他の市町村に依存している形

なので、その費用がかさむというようなことは否めない。もう一つは、やっぱりシステムが

老朽化していますので、その維持管理費にどうしても費用がかかるというのが背景にあるか

と思います。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 私も環境対策課のほうに行って、課長のほうからいろいろ説明を受けま

した。そういった中で、アルミスチール缶が大体半分で紙類が半分と、大体おおよそなんで

すが、そういった形のものがあるということを聞いた上での今回の質問ですので、その辺は

課長の情報が入っているということでご理解いただきたいと思います。 

  町民へのごみ袋の値上げ、環境対策課で昨年の９月に説明を行いました。このときに、生ご

みの分別のほうも町民のほうに報告、分別の方法とかその報告をしました。この町のこうい

ったごみ袋の値上げについて説明したことによって、今まで生ごみの収集が25％だったもの

が、それよりもまた25％ふえたと。それが50％になったかはまた別だと思うんですが、やっ

ぱりこういった啓蒙活動、そして町の説明を行うと町民も一生懸命生ごみの分別を、一生懸

命努力すると、こういった意味合いでは町の啓蒙活動等その辺私は必要だと思いますので、

今後もこういった活動はしていくべきと思います。 

  あと、先月に事業所ごみの値上げについて町のほうからも説明、事業所に声をかけて説明を

した経緯があります。私も行ってみたのですが、やっぱり事業所の方、私の行ったときには

10人ぐらいしかなかったんですけれども、その事業所からのこの持ち込み料の値上げについ

てどんな意見があったか、その辺をお聞かせください。 

○議長（三浦清人君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（佐藤孝志君） １つ、事業系のごみにつきましては、２月の20日から３日間ほ

どさせていただきました。通知した件数については460件ということで、そのうち残念ながら

参加率は25名というふうなことでありました。内容といたしましては、その具体的な上がる

理由、背景ですね、それからそのごみの今の状況、これらを町のほうから説明いたしまして

事業所のほうからはやはり、なぜそんなに金額が上がるのかどうかその理由なりをご説明し
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ていただきたいというようなことで、一定の理解はいただいたものと感じております。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 果たしてこの人数が参加して一定の理解が得られたかというと、また私

は別だと思います。まだまだこの辺の周知も必要なのかなと。やっぱりそのときの資料を見

れば、こんなに上がるのかというような経緯が見えると思いますので、その辺はおいでにな

った事業所だけじゃなくてそれにかかわる事業所全部にこういった内容の通知というのはや

っぱり必要だと思いますので、その辺を町のほうにはお願いしたいと思います。 

  あと、エコタウンを目指す町は事業所を進め木質バイオマス、生ごみ、再生資源の分別に今

取り組んでいますが、そして事業所の中から今回の持ち込み料値上げに関して、何で事業所

で分別して持っていくのに、その分別した資源ごみまで計量してその料金まで払わなくては

いけないのかというような質問がありましたが、それに関してどのように町では思いますか。 

○議長（三浦清人君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（佐藤孝志君） 基本は、やはり事業所から出るごみは事業所のほうで処分して

いただくというのが基本な考え方であります。それで、直接クリーンセンターのほうへ持っ

てくるわけですけれども、基本は手数料を取るというのは基本的な考え方。ただ、資源ごみ

の部分でどうしても結果としてはごみから資源のほうに変わるわけですが、受け付けその段

階ではやっぱりごみとして処理せざるを得ないと、基本はですね。その部分については、や

はり一定の理解はしていただかないと、なかなかごみと資源物だからその手数料取らないと

いうわけにはなかなかいかない事情も、ただ、そこの運用はある程度きちんと定めながらや

っていかなければならないというふうに。当然、その背景としては資源化を図るための１つ

の手段として、やはりそういうことも必要であるという背景がございます。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） この件に関しては、町長にお聞きしたいと思います。私も大体月に２回

ぐらい事業所ごみということで、会社から出たごみを持っていきます。段ボールは分別する

のですが、なかなかシュレッダー紙のようなものを持っていくことは、分別として持ってい

くことは私の頭の想定にはないのですが、これまでの質問の中で可燃ごみ、そして資源ごみ

としての分別、それは私は必要だと思います。ですから、今のようなクリーンセンターに行

った場合、計量機に車で乗ります。そして資源ごみは自分で、その持っていくべき場所に資

源ごみを持っていって、あとは全部可燃ごみとして持っていくような形態ですが、私が今シ

ステムの改革ということを町長にお願いしたいのは、事業所で持っていったごみを資源ごみ
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は資源ごみのほうに結局事業所が持っていくと、そして、可燃ごみだけをもう一回計量機に

かけて、とりあえず何キロになるか、それを結局事務所でもって支払うわけなんですが、そ

ういった事業所に少しの手間でも、そういった動くこと、そしてクリーンセンターの管理委

託制度に関しては何人かの職員がいますので、その人がどこかの部署にいることで不適切な

分別はしないような状況が私はできるのではないかと思いますので、こういったシステムの

改革、町長はどのように考えていますか。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） これまでの経緯・経過もございますので、今この場所でそのとおりだと

いうわけにもなかなかまいりませんが、１つの提案というふうな受けとめ方をさせていただ

いて、これからシステム的にどうなのかということについては、こちらのほうで検討をさせ

ていただきたいというふうに思います。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） エコタウンとか、環境立町を来年度の目標に町長は考えていますので、

果たして今のような町長の考え、そして答弁がそれが適切かというと私はそうは感じません

でした。取り組むというような形の強い意見のもとに、やっぱり南三陸町のバイオマス関係

のごみをゼロにしていくという気持ちがなると思うのですが、そのシステム改変は私はでき

ると思いますが、町長、やっぱり難しいことなんでしょうか。再度お答えをお願いします。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 繰り返しになりますが、今そういうご提案をいただいて、今この場所で

すぐにやりますというふうな内容でもないというふうに思います。基本的に、将来的にごみ

ゼロを目指しましょうという町の基本的な考え方はございますが、今ご提案の部分について

は、いわゆる内容も含めてこの辺は検討をせざるを得ないだろうというふうに思います。要

するに、今この場所でやります、やりませんということの決断即決を今この場所ではできな

いというお話をさせていただいただけです。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 努力するとか、そういった範囲でもいいから意気込みを私は持ってほし

かったと思って、再度２回に分けて町長に質問いたしました。 

  ごみ袋の値上げに関しては、15リットルが以前までは17円20銭でしたが、今度の町の方向性

としては30円に値上げになります。これにより600万円の増収となるような説明を住民への説

明会で環境対策課のほうから話されました。声高にエコタウンを語るなら、ほかの自治体も
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上げるから上げるというような形のその中で説明がありました。この市は、この自治体はこ

うだからこのぐらい上げる、この自治体もこうだからこのまま上げるというような形の説明

を環境対策課でされていました。果たして、ほかの自治体が上げるから我が町も上げるんだ

というのが、果たして適切な答えなのかなというと私は違うと思います。事業分に関しても

負担額はこれまでの事業所の29％から、そして町が71％事業ごみの負担をしていました。こ

れを事業所に今後は47％、町が53％の経費でもってこれを処理するんだと。これが50％にな

らなかったからいいのかというような私は問題もあります。だから、この金額の設定が私は

曖昧じゃないかなと感じます。そういった上で、資源ごみをもっともっとふやしていけば、

そしてアミタに持っていく、ＢＩＯに持っていく生ごみもふやせば、液肥とかそういった方

向で可燃ごみの重量も私は大分減ると思います。今現在の量の、私考えてもって、私のごみ

を分別したらと思ったときに３割ぐらいは減量になるのかなと思いますが、その辺、町の考

えはどのような考えでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 前段でお話を申し上げましたが、当町がほかの町が上げたからうちも上

げるということではなくて、もっと言えば、うちのほうではそういった環境という、いわゆ

るごみ処理の問題については他町よりももっと厳しい状況にございます。先ほどお話しまし

たように、当町では焼却施設もない、焼却灰の捨てる場所もない、施設もない、したがって

全て委託ということでやっておりますので、経費的には他市町に比べて大変環境的には厳し

いということでございますので、そういう全体の環境で考えた場合には、うちのごみ処理の

環境というのは大変厳しい状況にあるというところでございますので、他がどうのこうのと

いうことよりも町の今の置かれている状況というのがそういう状況にあるということだけは

前段としてご理解をいただかなければいけないというふうに思っております。 

○議長（三浦清人君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（佐藤孝志君） ごみの量の問題ですけれども、何パーセント減るのかというこ

とについてはなかなか明確にはお話できませんが、ごみの組成というものを年に２回分析を

しております。生ごみの大体割合というのは15％程度というふうなデータが出ております。

ですから、今クリーンセンターに持ってきているごみの、おおむね15％程度が生ごみだろう

という推測はできるかと思います。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） じゃあ、課長今、可燃ごみとして出している分に資源ごみは幾らぐらい
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含まれていると感じていますか。 

○議長（三浦清人君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（佐藤孝志君） 資源ごみの割合まで組成には入っておりませんが、29年度の決

算ではリサイクルの重量含めて800トンですか、800トンという数字が資源ごみとしてある状

況です。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 大体町の、町民が出している、事業所が出しているごみの何パーセント

が資源ごみとして利用できるような感じを課長は持っていますか。 

○議長（三浦清人君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（佐藤孝志君） 私の生活でごみですね、今まで１週間に１回出していたものが、

プラスチック類を除きますと大体３週間から４週間に一遍というふうなごみの出し方に変わ

っております。いずれただ、私も１人なものですから直接ごみの量が少ないのかもしれませ

んけれども、家族が多い方になれば改めてまたその割合も変わってくるかと思います。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） エコタウンというような町の方向性の中で、やっぱりいろんな事業をし

ていく、いろんな対策を講じていくというものが町の私は役目と思います。そういった中で、

登米市中田町のヨークベニマルがあります。ヨークベニマルでは地区民、買い物客が段ボー

ル、缶、ペットボトルを持ち込み、ポイント還元し買い物に使えるよう新たなごみ処理のあ

り方にチャレンジしているようでした。家庭が、家族が楽しみながらごみを捨てる、こうい

った環境は我が町にはありません。多分、なかなかそれは経費がかかってできないというよ

うな町の判断だと思いますが、やっぱりエコタウンとかごみゼロとかバイオマスとか言って

いるんだったら、これぐらいの事業は私は取り組んでもいいんじゃないかなと思いますが、

その取り組む姿が私には感じられません。資源ごみを拡大する、それはやっぱり基本的には

気仙沼に運ぶ量も減るし、焼却灰も減るというような現実があります。そうすると運搬費も

減るし、だからそういったことが、小さいことですがそこからやっていかないと、このごみ

の対策は私はなかなか無理なのかなと思います。そして今、資源ごみの置かれている現状も

私の中でちょっと調べてみました。今の町で資源ごみとしての紙の分別があります。そして

４年に１回か町のほうで、環境対策課のほうで分別のあり方ということで冊子を毎戸に配っ

ています。その中で、紙の資源となるごみ、多分町民の方も課長も皆さんも多分わからない

部分が多々あると思いますが、その紙の再利用ができるものに衣装ケース、今読み上げます
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けれども、衣装ケース、絵の具の箱、絵本、紙くず、紙おむつ、牛乳パック、薬の箱、包装

紙、折込紙、米袋、酒紙パック、卵紙パック、チラシ、ティッシュの箱、電話帳、トイレッ

トペーパーの芯、ノート、パンフレット、便箋、ファイル、封筒、包装紙、名刺、ラップの

箱そして芯、これぐらいの紙の再生紙として利用できるものがあります。果たして、これと

いうの、今挙げたものって多分分別には私は回っていないと思います。分別に回っているの

は、新聞紙、雑誌、段ボール、私はそれだけだと思いますので、ですから町民にもっと分別

の力というか、資源になるとこんなに大きいものだよということを啓蒙していくことが私は

必要だと思います。この辺、今回の調査をして私は感じました。あと、紙業界の事情も調べ

ましたので、この辺も皆さんにお伝えしたいと思います。 

  段ボール、書籍、新聞紙以外の紙の再利用は、パルプ業界でのリサイクル生成会社があり、

日本の業界の２番目の製紙会社は日本製紙でしたが、日本製紙はリサイクル紙の製造をやめ

ました。そして１位の王子製紙、今後生産を小規模にするというような話です。そんな中で、

国、自治体が推奨するリサイクル紙などの再生紙は高騰のため、県でも業者からの再生紙購

入をやめるとの話も聞きました。我が自治体も多分コピー用紙も含めて、それはこれから再

生紙じゃなくて一般紙に変わっていきます。なぜかというと、再生紙が現実的に手に入らな

くなってくるという現実があります。これは行政のほうにも伝えることで、今後こういった

紙を使うもの、いろんなもので影響が出てくると思います。今後を言えば、分別して出され

た紙は汚れの少ないものは再生紙として利用され、それ以外の再生紙の中にマックスやのり

つき、インクの汚れの酷いものは、再生の資源は全て中国への輸出だそうです。だからなか

なか分別、分別って言っても日本の中での分別というのはなかなか厳しい状況があるという

ことを、ちょっとその辺聞きました。だからそういった中で、今後町はどんなふうにバイオ

マス構想、そして環境立町ですかエコタウン、ごみゼロに向かうというのはなかなか私は難

しいと思います。やっぱりそういった資源の再利用に関しては、もっともっと取り組んでい

かないとますます経費ばっかりがかかるような現実が私はあると思います。 

  今現在、我が社も紙を使う事業なので全ての紙製品が10％から20％値上げになります。それ

というのは、町のほうのそういった使う製品として結局値上げになっていくということは、

町のほうの負担にもなると思いますので、その辺は知っておいてほしいと思います。また、

南三陸町ＢＩＯとの生ごみの再生についていろいろやっていますが、この間こんな問題も新

聞に掲載されていました。岩手のパルプ会社がつくったバイオマス発電の焼却灰、原料にし

た地盤活性剤から六価クロム、フッ素が含まれたことが発覚し、適正に処理をしなかったこ
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とが地元紙に掲載されていました。ですから、なかなかこの監視というのはやっぱり難しい

と私は思います。こういった問題が起こらないように、町がかかわる南三陸バイオマス産業

構想、監視の目をお願いしたいと思います。 

  それでは、３番目に移ります。 

  先ほども話したように、可燃ごみと資源ごみやクリーンセンター、地元の業者に管理委託し

ています。生ごみに関しては衛生センターのし尿の汚泥処理と一緒に生ごみの処理を南三陸

ＢＩＯに委託していますが、し尿の収集世帯個人の合併浄化槽の比率を環境対策課に聞いて

来ました。そうしたところ、やっぱり住宅再編が進み、皆個人の合併浄化槽ということで大

分浄化槽で汚泥だけが出る部分になりましたが、まだまだ４割がし尿でもって衛生センター

に持っていっているというような状況です。そういった中、前回の議会の中で衛生センター

の処理に関して５年の計画で4,000万円の修理費が今後必要ということも対策課のほうから説

明を受けました。し尿収集の世帯が今こういった状況にありますが、今後、個人の浄化槽に

したいというような住民が出た場合、町のほうの対策としてこれに対する補助制度というの

はありますか。その辺をお聞きしたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 上下水道事業所長。 

○上下水道事業所長（阿部修治君） 水洗化トイレにする場合の補助で、浄化槽を設ける場合の

補助でございますけれども、その人数によって一定の金額を補助してございます。現在は平

成28年度から32年までの５カ年で200基を町内で整備する予定にしてございます。 

  以上でございます。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 200基を整備する予定ということは、住民の中に200基ぐらい個人の合併

浄化槽のもくろみということで、多分予算化したりとかするんですが、この補助金の出元、

それはどこになりますか。 

○議長（三浦清人君） 上下水道事業所長。 

○上下水道事業所長（阿部修治君） 補助金でございますが２種類ございまして、震災前からや

っておりました循環社会型の補助金につきましては、国のほうが３分の１でございます。そ

れから、被災した方が高台などに移ったときに浄化槽を設置した場合につきましては、単層

型の浄化槽の設置補助金というようなことで、こちらにつきましては国のほうの復興交付金

など国のほうからの補助金が100％でございます。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 
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○４番（千葉伸孝君） 私も新築に当たって合併浄化槽入れましたが、100％ということじゃな

くて、そのときに全工事の何パーセントという、36万とか大きさによってあったと思います

が、多分そういった説明が今抜けている部分だと思いますので、その辺は震災後にそういっ

た制度があったということで、そういった人たちが相談に来たらば水道事業所のほうに回し

てもらって詳しく説明のほうをお願いしたいと思います。現在、若い世帯の人たちが町に残

った場合は、水洗トイレをやっぱり希望すると思うので、そういった場合にこういった制度

を使って、建物は同じでも浄化槽設備を町のほうの補助金で整備するというのは私は必要だ

と思います。子供たちのし尿収集のトイレは入れないとか、そういった状況の中にあって、

学校も全部洋式トイレに変えていくというのが、そういった状況にあると思いますので、そ

の辺の取り組みですね、その辺をお願いしたいと思います。 

  とりあえず、アミタさんの町との関係、町長も先ほど説明していましたが、とりあえず協働

してやっていくというような方向で、あらゆる面でアミタさんも町のごみゼロ社会、エコタ

ウン社会に協力してくれるということで、多分今後進んでいくと思います。 

  そして、南三陸ＢＩＯに関してはアミタグループですが、海外からの視察団としてパラオが

来町しましたが、そのほかにもＢＩＯの循環型ごみ処分は国と環境省からも注目されていま

す。町としての取り組み事業で、その他の視察団や町としてのごみゼロ社会へのエコタウン

のアピールはどのような視察団の受け入れ、そしてごみゼロへの取り組み、先ほどから町長

話していますけれども、アミタさんが絡むことでの取り組み、その辺もう一度答えをお願い

します。 

○議長（三浦清人君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（佐藤孝志君） アミタさんとは、いろいろやはりバイオ運営する上で連携しな

いとなかなか事業展開ができませんので、その辺は行政の中でも先進地ということでよく来

町者もいますし、それから行政機関でも視察したいということがありますので、積極的にそ

の辺は取り入れながら取り組んでいきたいというふうに考えております。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 済みません、町長に答弁を求めたんですが、町長答弁お願いします。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 今、課長が答弁したように、アミタさんとの役割分担の中でこのＢＩＯ

の運営をしているということでございます。そのおかげで全国から、世界から視察が来てい

るという現実があるということで、今後とも受け入れたいということでございます。 
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○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 視察団の団体数は何人ですか。その辺お聞かせください。 

○議長（三浦清人君） 暫時休憩をいたします。再開は11時10分といたします。 

     午前１０時５０分  休憩 

                                            

     午前１１時０７分  再開 

○議長（三浦清人君） 再開をいたします。 

  先ほどの質問に対しての答弁から。環境対策課長。 

○環境対策課長（佐藤孝志君） 失礼いたしました。視察の団体数と人数でございますが、平成

30年58団体415人であります。それから、27年の開始から244団体2,631名ということでありま

す。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） この視察団の数というのは、私はもうびっくりしました。こんなに来て

いるのかなと。そして、この人たちは遠くから来ているので、もちろん宿泊もしていくし、

さんさん商店街にも入っていることと思いますので、やっぱりこのエコタウンが南三陸町で

目指すものというのは全国的に注目されているということなので、もっともっとやっぱり啓

蒙活動とかその辺をお願いしたいと思います。 

  あと、インターネットから引っ張り出したんですが、南三陸町バイオマス産業都市構想、こ

れがインターネットのほうに載っていました。南三陸町の活動ということで。この都市構想

に関しては何年の政策で、ここに書かれている１万5,000人の数、それとの整合性というのは

とれていますか。 

○議長（三浦清人君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（佐藤孝志君） 人口のほうは震災前、それから33年ということで、そこの時期

からは減少傾向にどうしてもあるものですから、生ごみの量もその当時の計画とはちょっと

差が生じている状況にあります。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 課長、ちゃんと聞いてください。この計画はいつに制定されたんですか。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（及川 明君） 産業都市構想につきましては、25年の12月に策定をいたしたもので

ございます。 
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○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 今、企画課長の説明ですと、やっぱりこの人口はまだいたのかなという

ような感じで受けます。この概要の中には、目標が10年と設定されています。バイオマス利

用率し尿100％、そして合併浄化槽100％、生ごみ90％、あとは木質バイオマス、この辺の事

業もこの中には含まれています。その波及効果も出ています。産業創出が９億から10億、そ

して雇用創出が90人から110人、そしてエネルギーの創出が60世帯相当、そしてごみ処理の負

担軽減が１億円、年間ですね。そして、あとはＣＯ２の削減ということで、1,873トンという

ような目標、そして効果を掲げていますが、これは達成できるのでしょうか。町長、お願い

します。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） まだそこの段階には至っていないというふうに思いますが、基本的には

そういった目標に向かって町として努力をするということだというふうに認識をしてござい

ます。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 達成しなかったら目標でも何でもないと思うんですよ。やっぱり私はこ

れは無理だと思います、基本的には。10年間の中でこれを達成するのは。だから、だからで

すね、これに関して検討し精査してはっきりした数字に近いものを、達成できる近い数字を

できればこの中には示したほうが私はいいと思います。ただバイオマス産業都市構想、これ

をつくりましただけでは絵に描いた餅でしかなくて、これを発表することで果たして南三陸

町はどこまで達成したのかといえば、その後各自治体から視察に来た人たちは、「やっぱり、

何だ南三陸町は」ということになると思います。佐藤 仁町長が今後ずっと町長していって、

その中でもって改正していくんだったらわかりますけれども、４年、４年の任期の中でこう

いった計画を立てるんでしたらば、もっと正確な私は数字をここに載っけたほうがいいと思

います。 

  今回の生ごみについての質問、いろいろしましたけれども、環境対策課長そして町長にはな

かなか私が思っているような答弁がいただけませんでしたが、とりあえずは一番必要なのは

住民の理解と協力、そしてそれを促すためには啓発・啓蒙活動、この辺を私は一番必要だと

思います。そして南三陸ＢＩＯの活動として、今回のめぐるステーションに関して聞き取っ

たときに、こんな成果がありましたということを聞きましたので、その辺をお伝えします。

参加者が400人を超え、大きな理解が得られたと。そして、多くの人が資源ごみ問題に取り組
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み考えた。この分別には100％の人ができると確信したと。分別については十分な資源化でき

る品質を、分別ですね、確保できたと。ごみ処理は、分別は楽しくやりやすい。あと、一番

はやっぱりコミュニティがそこで生まれたということです。この辺を南三陸ＢＩＯに行った

ときに、こういった成果がありましたということで受けました。やっぱりこの循環型のまち

づくり、これはやっぱり南三陸町においては焼却炉がなく、そういった中での近隣市は人口

に合わせてやっぱり焼却炉をつくっているという現実。町長先ほど話しましたが、私たちの

町はごみ問題に関しては一番厳しい状況に、この自治体では、宮城県の被災地の自治体では

私はあると思いますので、町長が大変なのもわかりますが、やっぱり焼却場ができなかった

らば、やっぱりそれにかわる別なものとしてアミタグループがこういった形でごみ処理、そ

して分別に関してはやっぱり町民が努力してやっていくべきだと思いますので、今後も町と

してその啓蒙、そして町長もその必要性を至るところで発信してもらいたいと思います。 

  では、議席から２件目の質問をいたします。 

  質問相手は町長です。「ブランド化と環境保全、復興事業の影響は」ということです。 

  １番目、今年度のワカメ生産に異常があると聞くが、その内容と対策、水揚げ予測は。 

  ２番目、南三陸ワカメブランドとして全国的な知名度を得ています。町としてのワカメブラ

ンドの生産管理のかかわりと、南三陸ワカメのブランドの品質管理は。また、メカブの価格

高騰の現状は。 

  ３番目、旧松原公園の防潮堤施工ミスの原因と、町としての再発防止の対策や県への対応は。 

  ４番目、志津川高校生が調査した干潟の復旧は。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） それでは、２件目のご質問「ブランド化と環境保全に復興事業の影響は」

ということについてお答えをさせていただきますが、１点目のご質問、ワカメの生産状況と

水揚げ予測ということについてでありますが、現在、ワカメ養殖は収穫の時期を迎えており

まして、毎日刈り取り作業が順調に行われているところであります。しかしながら、今シー

ズンは９月から12月まで海水温が平年よりも１度から３度高く推移したことによりまして、

成長に必要な栄養塩が基準値よりも低い状態が長く続きました。また、害虫であるコツブム

シの大量発生など、ワカメ養殖にとっては悪条件が重なったことで、ワカメ幼葉の芽落ちが

発生し、種苗の数が減少しました。漁業者への情報提供は、宮城県気仙沼水産試験場で毎年

９月から12月までの期間、天気予報や志津川湾内の海水温、栄養塩について情報を漁業者に
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提供して注意喚起、あるいは技術指導をしているところであります。また、水揚げについて

でありますが、平年並みかやや平年を下回る予想ということになっております。 

  ２点目のご質問。生産管理のかかわりと品質管理についてでありますが、漁場管理や生産物

管理、品質管理等は漁協と漁業者が行っておりまして、ブランド化については現在、漁協が

カキに続きワカメのＡＳＣ認証取得を検討中であり、町でもシールやタグなどのオリジナル

マークの作成を検討しております。また、ラムサール条約湿地登録という大きなツールを活

用して他地域との差別化を図り、持続可能な漁業を推進するために他の認証制度と連動させ

効果的に発信することで認知度向上や付加価値向上を図ってまいりたいと考えております。

なお、メカブの価格でありますが、ことしのワカメ生産量減の予測と在庫不足によりまして

１割程度高くなっているという状況であります。 

  続いて、３点目のご質問。旧松原公園の防潮堤施工ミスの原因、再発防止策についてですが、

松原防潮堤整備については、平成25年度に志津川地区まちづくり協議会から被災した防潮堤

について、自然と災害を学ぶ場所、未来を創造していく磯として活用する必要があるため残

すべきとの提言を受け、その内容を事業主体である宮城県に検討していただき、まちづくり

協議会、町、宮城県と打ち合わせを重ね、平成27年８月24日に防潮堤の基本法線について決

定した経緯があります。しかし、本年１月16日、現地において生物調査を実施している住民

団体からの指摘により、県が実施した詳細設計での防潮堤法線が以前決定した法線よりも海

側に前出しとなっていることが明らかになりました。ご質問は設計ミスの原因は、というこ

とでありますが、本件は現場着手前の設計ミスが問題と捉えておりますので、その点につい

てお答えをさせていただきます。 

  設計ミスの原因についてでありますが、事業主体の県からは詳細設計段階において八幡川の

河川区域と松原防潮堤の漁港海岸区域の境界について、河川堤防と防潮堤の構造的な境界を

一致させ、各施設の管理境界を明確にすることを優先したため、結果として前浜のなぎさの

一部が潰れる計画となってしまったとの報告を受けております。このことについては、平成

31年２月５日に開催されたまちづくり協議会役員会の場で、県からまち協役員に対し謝罪が

あり、今回のミス・原因について説明があった後、県の今後の対応について平成27年８月に

決定した防潮堤法線を基本として関係者と連携を密にとりながら設計の見直しを行うとの話

がありました。今回のようなことが再び起こらないように、町としても県関係者との情報共

有を今まで以上に密にして再発防止に努めてまいりたいと考えております。 

  最後に４点目ですが、現状において県が実施している八幡川右岸の導流堤工事の施工ヤード
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として干潟の一部の範囲に一時的に岩塊等が投入されております。このことについて県から

は、防潮堤法線の見直しに関連し導流堤計画についても再精査し、導流堤の施工に関連する

干潟の復旧、干潟への配慮についても環境に関する有識者の意見を伺い、関係者と調整を図

りながら進めていくと伺っております。町としても県関係者と連携を密にして、干潟の復旧

について注視をしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 町長ありがとうございます。町長の説明で私の今回の２件目の一般質問

に関しては、８割ぐらい内容的にはわかったというような感じがします。そのわかった以外

の部分で再質問ということをいたします。 

  ２カ月ぐらい前、歌津地区の青年にワカメの生育が順調でないと、その理由は町長がさっき

挙げられました海水温の上昇と栄養塩の不足、これが原因でした。そして、その以後、２人

のベテラン漁師からも話が聞くことができました。志津川と歌津の地域堺の海域のワカメの

成長が悪いと、葉先が死んでいる、虫がいる、これなども先ほどの町長の説明でわかりまし

た。しかしながら、フェイスブックを見ると、地域によってはたわわに実っているワカメも

見ます。やっぱり地域差がそこにあるのかなと感じています。あと、ＫＯＤＯＭＯラムサー

ルでも、戸倉地区だとは思うんですが、ワカメの収穫これも養殖ワカメがたわわになってい

ました。そういった現況を見ると、やっぱり地域にその格差があるのかなということを痛切

に私自身は感じています。そして、きょうもある方からコメントいただいたんですが、不作、

不作と。やっぱりワカメがとれない方は１年間ワカメで生活するというような形が私は多い

と思うので、この収穫の減というのはやっぱり大きな痛手と私はなると思います。こういっ

たワカメの管理、これは町と漁協。町はそんなにかかっていないような話ですが、とりあえ

ず町と漁協、これがうまく連携をとりながら種の選択、そして海域の状況、その辺を把握し

て安定した南三陸ワカメの販路拡大と、ますますの売り上げ向上、その辺を私は求めていき

たいと思いますが、町と漁協とのかかわり。それっていうのは、どこまでの部分なのか、そ

の辺町長わかっていたらお聞かせください。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 基本的には、町が開設者で漁協が運営をするというのがかかわりという

ことになろうかと思います。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 町長そういった説明ですが、私は町が品質管理とかそういった、先ほど
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町長が２問目かに述べられたラムサールを利用して全国的に発信していくという、こういっ

たかかわりが漁協と町とのかかわりだと思うし、町がもっと南三陸ブランドを宣伝する必要

が私はあると思います。そういった答えが来るのかなと思っていましたら、通り一遍等の答

えしか来なかったので、やっぱり深い意味で町長は海のことを知らないということが、この

辺で私は納得できました。海関係は私も素人なんですが、調べれば調べるほど深いと、わか

らないことも多々あると、そういった真摯な姿勢で海の今後を私は町長に見つめていってほ

しいと思います。時間がないので次に進みます。 

  とりあえず、質問が多岐にわたっているので、なかなか多くの情報をこの場で皆さんに伝え

たいという私の気持ちが強い意味ですから、なかなかその辺がうまく時間割をできません。

残すところあと20分ぐらいです。よろしくお願いします。 

  ことしのワカメ入札の状況が新聞に載っていました。塩蔵の塩抜き10キロ当たり１万3,000

円、これやっぱり例年に比べれば品薄感があり、それで高いと。この価格は2012年に次ぐ２

番目の高さと言えます。そして、良質のワカメは最高値が１万5,300円。やっぱり良質のワカ

メをつくるためにどうしたらいいかというのが漁協と町がいろんな情報を集めて、やっぱり

漁協に提供すると。漁協がほかの自治体の状況まで把握できるかというとなかなか私は難し

いと思うので、その辺を町にはお願いしたいと思います。そして、２月の28日に海水温の上

昇と栄養塩の不足、この辺を報道で伝えていました。その辺も関係課長、そして町長、副町

長もその辺の情報というのは読んでいると思いますので、よろしく把握の上、説明してくだ

さい。 

  あと、ワカメの実情を町の29年度の統計表から調べてみました。ワカメの生産の大きいもの

は28年生ワカメが１億7,500万円、生産高が大きいボイルワカメが８億9,500万円、志津川地

区が１億3,000万円、歌津地区が７億6,000万円。何でこんなに地域の差があるのか、その辺

担当課長わかっていましたら説明をお願いしたいと思います。 

  また、24年度のワカメ生産、これが統計表によると生ワカメが３億6,900万、ボイルワカメ

が10億1,700万。この金額が非常に大きいと。まだやっぱり海の回復はできていないと。その

辺の理由には、高齢者の引退、そして後継者不足、そういったのがこの金額の差につながっ

ていると私は思います。あと、課長からいただいたボイルワカメの生産高、この辺も聞きま

した。28年１月から12月、７億4,900万円。そして29年、７億8,400万円。そして、昨年度は

６億7,600万円。この辺の数字が年々下がっています。多分、ことしの予測はどうかというこ

とを担当課に聞いたんですが、なかなかその辺は出してもらえなかったというような状況だ
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と思います。こういった感じで減っています。これはやっぱり海の環境が変わったのか、そ

の辺、課長お聞かせください。 

  あと、町長が先ほど言っていましたが、メカブの価格はやっぱり品薄感と需要が大きいとい

うことで１割アップしているそうです。やっぱりワカメの生産が少ないということは、メカ

ブの生産も少なく、需要が大きく移っているというような状況だと思いますので、今の２点

について担当課の課長よろしくお願いします。 

○議長（三浦清人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（千葉 啓君） 地域格差があるのかというふうな部分で、まず１点目お答えを

したいと思います。 

  今年度のワカメに関しましては、先ほど議員がお話されたとおりでございますけれども、先

週第２回目の入札がございました。初入札に比べて倍以上のものも揚がっているし、金額も

例年よりも高かったというふうなことでございます。恐らく、地域格差につきましては、各

浜々、例えばその栄養塩の入りというのは、その海流によっては違うというふうな部分もご

ざいますし、あと、今年度に関しましては、例えば早く挟んだ種、あとは遅く挟んだ種とい

うふうな部分で、恐らく早く挟んだ種は先ほどお話したような害虫が発生したと。それを学

ぶというか経験をして、恐らく生産調整の中で遅く種を挟んだものが２回目の入札に上がっ

て量が多いと、品質もいいというふうなことになっているというふうなことの中での、恐ら

く地域の格差が出ているのかなというふうには感じております。あと、年々そういったワカ

メに関する量が減っているというふうな部分に関しましては、ワカメだけではないんですけ

れども、確かに海況の影響というのは多分にあるというふうには考えております。そういっ

た意味で、先ほど町長答弁もありましたようにＡＳＣへの取り組みという中で、密植を改善

したりというふうな漁業者の努力も必要になるのかなというふうには感じているというとこ

ろでございます。いずれにしても、価格に関しましてはその年々によって違いますし、前年

度の在庫のあるなしによっても変わっているというふうなことでございますので、引き続き

県の試験センター等の情報共有をしながら漁協と協力してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 課長の今の説明、そのとおりだと思います。ちょっと海流のせいで海域

によって違うというのも事実だと思いますし、あと、種を挟んで海中に投入するときの時期、

その辺でもやっぱりこの生産とか状況によって違うのかなと。その辺も私は海素人ですので、
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その辺が新しくわかりました。そういった面でも、とりあえず町のほうでそういった事前に

海域によって違うんだと、あとは早い遅いかで違うんだと、そういったことをわからず自分

独自のワカメ生産をしている漁民もいますので、その辺の情報というのは漁協を通してでも

いいですし、町のほうで漁協と一緒にこういった状況だよということを話すことで、やっぱ

り安定した生産が見込まれるのかなと私は思いますので、その辺の努力・協力をお願いした

いと思います。 

  あと、現在、南三陸町のワカメなんですが、すごいブランド化になって、私も広島、大阪、

長野に随分南三陸ワカメを送りました。そして、また次の年もまた100個ください、100個く

ださいというような形の話もありました。やっぱり南三陸ブランドというのは、１回食べれ

ば美味しい、やわいというのがわかるということなので、その辺もっともっと発信していく

べきだと思いますが、しかしながら、品物がなければ売れない。ことしは私の知っている方

は、やっぱり不作でいつも京都とか関西のほうに出しているんですけれども、不作で出せな

いというような状況も聞きます。なかなかその辺は本当に厳しい。だから生産者の側に立っ

て、町のほうで指導を含め、あとはアドバイスですね、そういった情報の提供をお願いした

いと思います。私は今現在、町のワカメ状況を人づてに聞いたところ、やっぱり１年間ワカ

メを求められる方々に送るために冷凍してワカメを保存するという、そういった冷凍技術の

発達もありますが、そんな中でもやっぱり冷凍焼けとか、あとワカメの変色、こういった問

題があるとも聞きます。やっぱり専門の業者はなかなかその辺はよく見せるための活動、あ

とは冷凍焼け対策、あとは商品の管理、その辺はじっくりしていると思います。やっぱりそ

の辺が小さな漁民にとってはなかなか大変だと思いますので、その辺の冷凍焼け対策、あと

はワカメの変色、あと安定した品質管理、その辺町のほうでどのように取り組んでいるのか

教えてください。 

○議長（三浦清人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（千葉 啓君） 南三陸ブランドということで、非常に好評で流通しているとい

うふうなことは承知しております。今後、ラムサールブランドというふうな中で、当然日本

で初めて海藻でのラムサール登録というふうなことございますので、当然ワカメに関しては

非常にタイムリーですし、有効かつＰＲしやすいなというふうには考えているところです。

ただ、ちょっと長くなって細かいことになるとあれなんですけれども、そこはちょっと省か

せていただきたいんですけれども、このブランドに当たっては漁業者ができること、あとは

漁協ができること、町ができること、あとは小売店ができること、そういったそれぞれの段
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階でできること、できないこと、町でやってほしいこと、そういったすり合わせというのが

必要になるかなというふうに考えております。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 今、課長のほうからもラムサールというような名称を、ワカメそしてメ

カブにも南三陸産ということをアピールするためにラムサールというような言葉というのは、

私は今本当にタイムリーな言葉だと思います。それをやっぱり生産者のほうと情報交換しな

がらシールに張るとか、そういったこともやっぱり私は必要で、それが逆に南三陸町をアピ

ールする結果になるのかなと。だから南三陸ブランドワカメが南三陸町を発信できる、ラム

サールという名目の中で、そういった効果もあると思うので、その辺頑張ってやっていただ

きたいと思います。今、全国で健康志向が食生活の中で起こっています。そういったメカブ

の需要が拡大して、大阪のほうからもタコの買いつけと同様に南三陸町の良質のメカブを求

めに来ていると聞きます。やっぱり外部に出さない方法も私は必要なのかなと思いますので、

その辺は漁民の方、あと買い値のほうも影響していると思いますので、ぜひその辺も生産者

とともに町は考えてほしいと思います。ラムサールブランド本当にいいと思います。その辺

できれば実施してほしいと思います。 

  続いて、防潮堤施工ミスに関して質問させていただきます。 

  私がこの施工ミスを知ったのは新聞の４、５日ぐらい前なんですけれども、ラムサール友の

会代表の鈴木氏が発見しフェイスブックで大ショックというような形で発信していました。

気づいたのは、そのフェイスブックから逆算していくと１月11日だったと思います。そして

１月の17日に町が立ち会いのもとで現場確認をしたというような説明でした。発見から６日

たっての町の行動は私は遅いと思います。その辺、担当課でいいです、その辺説明してくだ

さい。あと、町に起こった問題として議会への報告、議長の報告、それはいつあったのか。

その辺をお聞かせください。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 答弁申し上げます。 

  経過でございますが、１月21日にいわゆるＳＮＳに大ショックという見出しでというお話で

ございましたが、町は本件、県施工の防潮堤ですけれども、本件問題を知ったのはというご

質問でございます。１月の16日でございます。１月の16日にネイチャーセンター友の会の会

長さん及びまち協の役員さんが当課を訪れて、「岩ずりが入っているんだけど」と「どうい

うこと」ということでお見えになりました。うちの職員が直ちに現場に行き、まずもって現
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場を確認して中断していただくように話をしました。私、当日所用で不在でしたので翌日の

朝その話を聞いて、直ちに現場に向かいまして現場の施工業者、あとは県の職員、担当職員、

あとはネイチャーセンター友の会の会長さん等々とその場で現場を確認して、町から県に対

しまして現場をストップと、当面ストップということを確認をさせていただきました。その

後、町の農林水産課長及び副町長のほうにこの問題につきまして報告をいたしまして、ＳＮ

Ｓに載った日の午前中ですか、県の振興事務所、水産漁港部に私赴きまして、27年８月に合

意した防潮堤セットバック、これでやっていただかなければいけないという話をさせていた

だきました。あと議会の報告ということでございますが、済みません、前回の定例議会で行

政報告でやりとりがあったものと承知をいたしております。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 前回の議会ということは、いつですか。日にち教えてください。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） ２月５日ということであります。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） ２月５日ということで。全員協議会の中で今問題が起こっていることで、

私これを全員協議会の中で、東日本大震災特別委員会の中で伝えましたが、やっぱり議員の

方でもわかっていない方がやっぱり何人かいました。やっぱり重大な事案だと思いますので、

その辺の問題発生は議会のほうに即座に報告して、あとそれを議長がどのように判断するか

だと思いますので、その辺議会への伝達、やっぱり町運営は議会と執行部の両輪であるとい

うことは常日ごろ言われていることなので、その辺お願いしたいと思います。 

  あと、この現場というのは志津川高校の自然科学部が干潟の生物を調査した場所です。そし

て、その場所が岩ずり、砂が投入されて、石と砂が投入されていまだに２カ月余りたつんで

すけれども、いまだに何も手がつけられていないと。逆に、最初は覆った土がそんなに圧迫

されていないんですけれども、圧迫されている現状というのは生物はもうそこで成長できな

いと、そういった中でさきの町長の答弁の中には、高校生の干潟の復旧、この辺というのは

無理だというような感じの判断でしょうか。町の取り組みお聞かせください。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） お答えいたします。 

  どうしても導流堤の施工には、仮設道路の設置がどうしても必要になります。その関係で一

時的に干潟の一部に捨て石、岩塊ですね、岩ずりを敷きならして仮設道路といたしておりま
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す。これにつきましては、工事施工後に、完了後に県としては撤去をいたしますというお話

でございました。土砂に覆われることで生き物は議員おっしゃるとおり、窒息するため埋め

立てられたエリアの生物は残念ながらということではございますが、埋め立てられていない

干潟のエリアもございます。この干潟の生物は生存していると考えられますことから、埋め

立てられたエリアの土砂を最終的には取り除くわけでございます。水と空気の出入りのある

元の干潟を復元すれば時間はかかりますが生物の生息場所として再生していくと考えられる

という、当然このお話は環境の方々からアドバイザーとか環境に精通している方々から聞い

たお話でございます。いずれ岩ずりは撤去いたしますので、時間はかかると思いますがとい

うことでございます。 

  以上です。 

○議長（三浦清人君） 千葉伸孝君。 

○４番（千葉伸孝君） 最後の質問になりますが、今回のラムサール条約認定によって、高校生

が一生懸命になって被災した干潟の再生を調査し、それに協力してくれた団体がその調査結

果を冊子に載せてまいていますというか、私のところにも１冊それが来たんですが、その調

査結果が私はその場の生物にはその場にしかいない生物も多々あると思うんです。そういっ

た中で、窒息したかもしれないと。そして、一部の地域は残っていると言っても、やっぱり

このネイチャーセンター友の会の鈴木氏は、基本的にその全容を自分のフェイスブックで紹

介されていました。その場所というのは私の見る限り、その調査した場所は全て岩ずりで埋

まっています。そういった状況を考えても、今のこの状況というのはなかなかラムサール認

定の町としては、もう恥ずべき私は結果だと思います。そして、ラムサール条約認定の重要

な干潟、そして防潮堤整備の重要な干潟、こういった相まった部分の町の監視、この辺が怠

っていたんじゃないかなと。その部分というのは、いろんな防潮堤整備工事もありますが、

この部分というのはラムサールと防潮堤整備と一番大事な部分がかみ合っている部分だと思

います。だからそういった部分の監視、その辺は今後ますます町のほうに申し上げます。元

に戻るような復旧に取り組み、高校生がネイチャーセンター準備室の職員と調査した現場、

町から県へ申し入れていただきたいと思います。現地の復旧がおくれればおくれるほど自然

は元には戻らない。生物は今課長が言ったとおり、窒息して死んでしまいます。南三陸町で

多くの町民が亡くなり、町での復興を諦め、人口減少が他の自治体の中でも一番進んだこと

は町の策定した復興計画が南三陸町の再建につながったのか私は疑問です。誰も責任をとら

ない政治、その思ったとおりまちづくりができなかった、その責任を政治はやっぱり新たな
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政策で解決しなければいけないというような方向で私は考えています。施工ミスの発覚で町

長が責任をとれというのは無謀だと私も思いますが、町の財政確保、子供たちが夢を持ち南

三陸町で希望を持って生きられる町の創造に取り組んでほしいと思います。町民の生活再生

にも公平・公正に各まちづくりが現在私は進んでいると思います。これは私の感覚です。そ

して町が存続に、町政の方向性にもうミスは許されないと私は思っています。今回の質問い

ろいろありましたけれども、やっぱり人口減と町のあり方、その辺が私は考えた意味で今回

海の問題とあとごみ処理の問題をしました。最後に、町長に答弁があればお聞かせください。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 大変、多岐にわたってご質問をいただきましたが、前提としてお話をし

ておきますが、大変誤解をしているんですが、導流堤の工事のためにヤードのための岩ずり

を入れるということは、これは事前に決まっております。したがいまして、そのことが全く

できなかったらばあの導流堤の工事はできないということは基本的に考え方はお持ちをいた

だきたいと。その辺の事実関係を全く理解をしていないで一方的なご意見で終始をするとい

うことは、果たして一般質問としていかがなものかなというふうに私は認識をしてございま

す。 

○議長（三浦清人君） 以上で、千葉伸孝君の一般質問を終わります。 

  次に、通告５番今野雄紀君。質問件名、１、ネーミングライツの導入について。以上、１件

について一問一答方式による今野雄紀君の登壇、発言を許します。今野雄紀君。 

     〔９番 今野雄紀君 登壇〕 

○９番（今野雄紀君） 議長の許可を得ましたので、一般質問をさせていただきます。 

  質問の相手、町長。 

  先日、私のとっている新聞なんですけれども、中央紙に町長のコメントが載っていました。

各種公共施設の維持管理、将来的な財政負担の軽減を憂慮する、その中で２つのハード事業

をあえて取りやめ、将来的な維持管理の軽減を云々というそういう記事を目にしました。そ

こで、私今回の一般質問といたしまして、先ほど申したような公共施設の維持管理、将来的

な財政負担の軽減策の１つとして主にネーミングライツという事業の導入について伺いたい

と思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） ネーミングライツということでございまして、ある意味、町の財政も含

めて前向きなご質問だというふうに受けとめさせていただいて答弁をさせていただきますが、
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ネーミングライツにつきましてはスポーツ施設や文化ホールなど、施設の名称にスポンサー

企業の社名、あるいは商品ブランド名を付与する権利のことで、命名権あるいは施設命名権

と呼ばれご承知だと思いますが、近年では財政状況の厳しい自治体にとって施設の維持管理

費を賄う新たな財源確保策として導入をされまして、県内でも宮城県を初め仙台市などが導

入をいたしております。施設を所有する自治体にとっては、主に財源確保による維持管理費

の負担軽減等を目的として実施をしておりますが、一方で、企業や商品名が目立ち、施設の

機能がわかりにくくなるなどのデメリットや、特に小規模な自治体では継続的なスポンサー

確保が不透明などの課題もあります。また、企業側の視点から見た場合、広告媒体としての

価値が対象施設の来場者数やテレビ放映、マスコミへの露出等で判断されることは他の導入

事例からも明白であります。これらのことから、ネーミングライツの導入に当たっては、本

町の公共施設が有する広告媒体としての価値を精査するとともに、企業の特性を生かしたネ

ーミングライツの導入について今後検討してまいりたいと考えております。 

○議長（三浦清人君） ここで昼食のための休憩といたします。再開は１時 10 分といたします。 

     午前１１時５３分  休憩 

                                            

     午後 １時０７分  再開 

○議長（三浦清人君） 時間前でありますけれども、再開をいたします。 

  午前中に引き続きまして、今野雄紀君の一般質問を続行いたします。今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 午前中、町長より答弁いただきました。ネット業界の大手ＧＥＡＦ何と

かでしたっけ、そういったやつの中の１つに、例えばネーミングライツで検索すると４番目

あたりの項目にクリックすると出てくるような説明文、全文丸写しのような形で答弁いただ

きました。でもその最後のほうに、今後検討するというそういう答弁をいただきましたので、

前回と違い少し気を入れて質問させていただきたいと思います。 

  そこで、ネーミングライツについてなんですけれども、その具体の例に入る前に、その土台

というか下準備の状況を確認させていただきたいと思います。そこで、第１点目伺いたいの

は、広告についての確認をさせていただきたいと思います。 

  現在、広報、ホームページ、平成の森の看板などいろいろやっていますが、その広告収入は

年間どれぐらいになっているのか、まず伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） ネーミングライツということではなくて、基本的な根っこの部分で言え
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ば、いわゆるいかに町の施設、あるいは広報紙等も含めてなんですが、収入を得ている現実

がどうなんだということのご質問だというふうに思います。ご承知のように、一番最初に始

めたのが平成の森野球場のラバーフェンスです。これは震災前からだね、やったの、（「そ

うです」の声あり）だね、からやっておりまして、現在、平成30年度の実績ということにな

りますが、今現在、31件の企業の方々がフェンス広告をしていただいている。１年４万8,000

円ということですので、146万1,450円ということになります。それから、広報の広告の部分

ですが、これは平成30年度の実績で51万8,400円ということになります。それから、ホームペ

ージのバナー広告ですが、これは３件で８万1,000円ということになってございますので、約

大体200万近くのお金が広告収入ということで町のほうに入っているということになります。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 今、町長より詳しく、約、合わせて200万ぐらいという答弁いただきま

した。そこで、その200万なんですけれども、その広告収入の使い道っていうか、それは特定

されているのか、それとも一般財源となっていろんな事業に振り分けられるのか、その点だ

け確認させていただきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 基本的には、収入分は一般財源ということで利用させていただいている

と。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） では、広告についての確認をさせていただきましたので、次に、似た形

で寄附金についての確認も関連あるのでお聞きしたいと思います。 

  寄附について、年間ホームページ等には載っているんですけれども、もし伺えるんでしたら、

年間この100万以上の寄附はどれぐらい集まっているのか伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（及川 明君） 年間100万以上ということで、29年度からの回答をさせていただき

たいと思います。 

  ふるさと納税につきましては、100万以上が29年度が２件。今年度につきましては、３件ご

ざいます。それと、震災復興寄附金につきましては、29年度が３件。今年度につきましては、

１件と今のところそういった状況でございます。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 100万以上の寄附も合わせて10件弱集まっているということでわかりま
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した。そこで伺いたいのは、さきの、昨年ですか、アサヒホールディングスさんから寄附を

いただいて、公園の遊具をつくったというそういう事案がありましたけれども、そこで伺い

たいのは、荒島の今回つくった遊具の隣にバックネットとかを整備した楽天パークでしたっ

け、そういった看板があるんですけれども、その楽天パークという看板に関しては、このネ

ーミングライツ的な分はあるのかどうか確認させていただきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） ネーミングライツということではなくて、アサヒホールディングスの関

係は、あれは特定寄附ということで遊具のために使っていただきたいということでご寄附を

いただきました。それから、あわせて楽天の部分につきましては、あれも実は楽天のほうで

寄附を集めまして、あそこの場所に公園の遊具、あるいはそのバックネットということで、

子供たちがあそこで自由に遊べる場所をつくりたいということでご寄附を、ご寄附というよ

りも施設としてご寄附をいただいたということでございますので、その際にお話させていた

だいたのは、そこそこの金額でございましたので、じゃあ荒島パークということの前に楽天

ということで入れさせてもらうということでお話をさせていただいたという経緯でございま

す。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） その看板を上げるに際しては、ネーミングライツのような毎年の寄附は

もらわないという、そういうことでわかりました。 

  そこで伺いたいのは、先ほど町長の答弁もあったんですけれども、この寄附金なんですが、

震災復興寄附金というそういう名称で現在もいただいています。実は、本日の北海道の震災

から、震災というか災害から１年ということです。全国各地で災害が起きている中で、この

震災はけた外れの大きな災害でしたけれども、今後震災復興という名称をどれぐらい続けて

いくのか伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） どの辺をイメージしているのか、ちょっと想像できませんが、基本的に

は復興計画の10年というのが１つの区切りなんだろうというふうに思います。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 今、町長より10年ぐらいがこの目安という、そういう答弁いただきまし

た。そこで、先ほどの質問からもしたんですけれども、やはりこの寄附の進化系と申します

か、新たなこの何ていうんですか、まちづくりへの寄附を募ると言ったら変ですけれども、
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していただく企業のメセナというか社会貢献に応えるためには、ある程度このネーミングラ

イツ的な、企業も町もウイン・ウインになるようなそういうシステムも今後考える必要があ

るんじゃないかと思いますが、その点に関して伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 企業のＣＳＲにつきましては、基本的にもう下火になってきているとい

うのが現実でございます。それとネーミングライツを結びつけるのはどうかなというふうに、

ちょっと率直に思うんですが、基本的にネーミングライツというそういうステージになりま

すと、基本的には企業メリットがあるかないかということに尽きるんだと思います。したが

いまして、当町でそのネーミングライツで毎年お金を支払ってまで看板を立てるということ

になる、看板じゃなくて名前を入れるということになれば、それなりにやっぱり誘客等を含

めて企業にメリットがないと、なかなかそこまでくるというのは難しいと思います。ですか

ら、これまでずっとうちの町でご寄附をいただいているのは、ある意味単発の形の中でいた

だいているケースというのがほとんどということになろうかと思います。ただ、継続してい

ただいている、多分アサヒさんなんかそうなんですが、あそこはもう毎年のように継続して

いただいているというケースもございますが、それはまれなケースでありまして、基本的に

は単発でいただくというケースのほうが圧倒的に多いというふうに思います。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 今の町長の答弁なんですけれども、企業メリットというそういう答弁あ

りました。それとあと、あわせてアサヒさんの件が出ましたので、そこで例えばの話なんで

すけれども、アサヒさん毎年寄附をいただいていて、例えばの話なんですけれども、サンオ

ーレの名称等にアサヒさんのところをつけていただいて、毎年そのネーミングライツの状況

にしていただくという、そういうことも考えられると思います。そういった場合には、例え

ば、続くんですけれども、海の家では当然ドライを、いろんな兼ね合いもあるんでしょうけ

れども、置いていただくというそういうことからしても、いろんなこの見返れる上で考えら

れると思うんですけれども。そこで１点伺いたいのは、サンオーレ、ああいったところもネ

ーミングライツの対象施設となるのかどうか伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 基本的に当町の施設でネーミングライツをまずできないということは、

なかなか、かえってそのほうが考えづらいのかなというふうに思います。要するに、企業の

ほうでそういった参画をしたいということであれば、町としてはある意味ウエルカムでお迎
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えをしたいというふうに思いますし、今、アサヒさんのお話になりましたが、震災の前年に

サンオーレにカヤックを寄附をしていただきまして、あの場所でカヤックでおいでになった

方々に袖浜の漁協青年部の皆さんがいろいろ協力してもらって、そういった動き、活動をし

てもらったという経緯がございますので、アサヒさんがどう考えるかわかりませんが、別に

うちとしてお断りするなにものもないというふうに思っています。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 今アサヒさんのいい例というか、いい感じの例を町長から答弁いただき

ましたので、この辺から本題と申しますか、ネーミングライツについて伺いたいと思います。 

  まず、第１点目のこの企業メリットという観点からして、私一番思うのは例えば今つくって

いる祈念公園なんですが、ああいったやつは、先ほど町長何でもネーミングライツの対象に

はなるということなんですけれども、やる、やらないにかかわらず、対象の公共施設となり

得るのかどうか伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） ウエルカムだというお話をさせていただきましたが、祈念公園、基本的

にはあそこの場所は祈りの場所という位置づけでしてございますので、その場所に企業の冠

をつけたネーミングライツということについては、この部分については私は否定的にならざ

るを得ないなというふうに思います。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） そういった答弁が来るとは予想していたんですけれども、ただ、ここで

伺いたいのは公園完成後の維持管理費というか、どれぐらい見込んでいるのか。それ維持管

理の手法も含めてお伺いしたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 私からご答弁申し上げます。 

  祈念公園、約6.3ヘクタールということでございます。植栽の管理、施設の点検、電気代、

清掃費、その他管理費として大体年間800万円程度の費用が必要になるのではないかと試算を

いたしております。ただし、この試算は内部調整をこれから行うためのたたき台の金額でご

ざいます。なお、上記の金額には施設の劣化等に起因する、例えばアスファルトの打ちかえ

とかいう維持補修工事費とか、あとはトイレットペーパーとかそういった消耗品、諸経費が

含んでおりません。まずもって幾らぐらいかかるのかというのを出さないと内部の調整も始

まらないだろうということで、現時点ではこのぐらいぐらいはかかるのではないかというふ
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うに考えております。 

  以上です。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 大体この、以前つくるときにボランティアさんの力も借りる、いろいろ

そういった手法も聞いていましたけれども、今現時点での課長の答弁ですと約800万という、

そういうことでわかりました。そこで、この800万もしできた後に、なんかこう補助事業的な

感じで維持管理ができるのか、そういうメニューがあるのかどうか、もし今の時点でおわか

りでしたら伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 復興推進課長。 

○復興推進課長（男澤知樹君） 基本的に、ランニングコストにつきましては他の公共施設と同

様に、有利なその補助事業というのは余りないというふうに認識をいたしておりますので、

他の庁舎も含めて公共施設と同じように一般財源、ほぼほぼ一般財源で賄っていかざるを得

ないのかなというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） では、その800万についての質問をさせていただきます。 

  実はこの、町長先ほど祈りの場なのでそういったネーミングライツには思わしくないんじゃ

ないかという、そういう答弁いただきました。その答弁をあえてか、認識した上で伺いたい

と思います。 

  実は、私最初に思ったのは、この公園を町内の大きなホテルさんに営業してはどうかという、

そういう思いがありました。そういった何ですか、地元の大きなホテルも、規模は東北随一

と言いながらも町長多分商売人なんで町への貢献というか、それなりに水道料、あとは地元

の職員のお給料、その他で貢献しているとは思うんですけれども、もう一歩進めて町とこの

ホテルの、何ていうんですか、ウイン・ウインになれるような、そういう状況も可能じゃな

いかと思うんですけれども、この点に関して、急な質問なんですけれども町長どのようにお

考えか伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 基本的には、町有地でもありますし、町の財産でもございます。それは

ウイン・ウインと言いながらも、一企業にというわけにはなかなかまいらないというふうに

思っております。そういう形をとるとすれば、当然公募とか含めて、そういうふうな形をと
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らざるを得ないだろうというふうに思います。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 当然、公募という形になるとは思うんですけれども、やはりこう、先ほ

ど言ったような企業メリットといいますか、そういったやつをするにはある程度対象を絞る

ピンポイント的な公募も必要じゃないかと思います。なんせここ数十年、私も近くにいて、

必ずしも町とこのホテルさんの関係が良好だとは思えないような状況に私はあると思います。

古くは入湯税を初め、昨今ですと高野会館周辺についての整備、それらを鑑みても私個人っ

て申しますか、町にとっても、やはりこういった目に見える形でのホテルの地域貢献と申し

ますか、そういったやつに十分寄与できるネーミングライツシステムだと思うんですけれど

も、改めて町長にこういった思いの中、伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 公募っていう言い方をしましたが、基本的には私は好ましくないと思っ

ています。多分もう今野議員は忘れたのかなというふうに思いますが、あの場所を観光に資

するのかということで、ご遺族の皆さん方からさまざまなご意見をいただいた経緯がござい

ます。ご承知のように、解体、あるいは保存ということで３年余りにわたってけんけんがく

がくの議論がなったという経緯がございます。そういった中で、あそこの場所にやはり懸念

されていた遺族の方々で、解体をしろという遺族の方々は観光に資するのかということにつ

いては非常に嫌悪感を示しておりましたので、そういう場所にそういった観光といいますか、

お客さんを連れてくる企業にあそこを委ねるというのは、基本的にはこれはある意味ご遺族

の皆さんに対して反行為、裏切り、そういう言葉を使っても過言ではないぐらいの思いだと

いうふうに私は思っておりますので、基本的にはあの場所は我々が静かに手を合わせる場所

ということでの位置づけにしたいというふうに思っております。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 今、町長より観光に資する、静かに手を合わせる、そういう答弁いただ

きました。そういった場所でありながら、実はその川向かいの商店街、これからできる道の

駅、そういったやつに関するこの集客に多分、何ていうんですか、寄与するんじゃないかと

思うんですけれども、その点に関してその祈念公園が観光に資すらないのかどうか、再度町

長に伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 人が寄るということと、観光ということの意味づけというのは、私は違
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うと思っています。基本的には、私は観光というのはある意味、人を呼んで、いろんな買い

物したりとかっていろいろあるかというふうに思いますが、基本的にはそこはすり分けをし

っかりしておかないと、これはまずいんだろうと私は思っております。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 今の町長の答弁でわかりました。地元のホテルさんも震災直後から施設

を開放したり、いろんな意味での復興に対して貢献してきたと思います。現在でも、語り部

のバス等を運行していまして、それらに関してなおさらこのホテル側にとってなんですけれ

ども、例えばその800万のうちの幾らでもそのネーミングライツ代として払って、ある程度継

続的にこの震災の祈念公園を維持管理に寄与している、そういう働きというかお願いではな

いんですけれども、そういうことも考えられると思うんですけれども、この震災公園に関し

て再度町長に伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 私はもともとあの場所の維持については、町として責任を持つというこ

とでお話してございます。ただ、建物そのものは県の所有物でございますので、そこは何と

も私どももコメントはしようがございませんが、しかしながらあの場所全体ということにつ

いては、あそこで亡くなった方々含めてしっかりと町としてこれを維持するということの覚

悟の上でやっているわけでございますので、そこはひとつご理解いただきたいというふうに

思います。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） では、これで公園に関してのこのネーミングライツについてとりあえず、

神聖な場所ですので、ただ、そういう手法でも維持管理していく、できるというそういうこ

とを認識していただければと思います。 

  次に、２点目の施設、私、例えばなんですけれども、今建設中の生涯学習センターのことに

ついて伺いたいと思います。 

  この施設も先ほどの町長の答弁ですとネーミングライツの対象にはなり得ると思うので、そ

こで伺いたいのは、生涯学習センター完成してから公民館、図書館、いろんな機能が入って

いるわけですけれども、完成後の維持管理費がどれぐらい見込んでいるのか、現時点でおわ

かりだったら伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（三浦勝美君） 生涯学習センターの維持管理費になんですけれども、今回、31
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年度当初予算に計上させていただいております。その分の総額としては1,900万円を計上させ

ていただいております。光熱水費であったり、それから管理のための各種委託料を計上させ

ていただいております。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 今、課長より1,900万、そういう答弁いただきました。この施設１つだ

けと考えると1,900万高いかもしれませんけれども、複合施設なので公民館機能、図書館機能、

その他割ると1,000万を切ると思うんですが、そこで随分この声を聞くには、あの施設窓ふき

だけでも大変ではという懸念が町の人々から結構声が寄せられています。そういった思いか

らもして、これ先ほどの例と同じなんですけれども、あの施設を公募とは言いながら、ピン

ポイントでお願いできればというそういう思いの施設が、その道路向かいのスーパーさんで

す。そのスーパーさんにネーミングを買ってもらうと、その900万の幾分でも維持管理が軽減

になるんじゃないかと思うんですけれども、こういった企業さんに対しての、先ほどは祈り

の場ということでしたけれども、今回はもう少しスーパーさんですので、町長の思いを聞か

させていただきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 具体にスーパーさんとお話にありましたが、どこがということではなく

て可能性としてはあるというふうに思います。ご承知のように生涯学習センターは、ＦＳＣ

材を使っているということで、あそこもこの庁舎と同じようにＦＳＣの全体プロジェクト認

証を取ろうということで建設をしてございますので、そういう意味では公共施設としてはほ

かに余りない施設でございますから、そういう価値を認めていただける企業があるかどうか

ということだと思っております。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 価値もそうなんですけれども、普通、当該のスーパーさんですと、よそ

の例えば佐沼とかいろんなところですとヨーカドーさんとかデイリーさんとか、いろんなこ

の競合店があっての中での商売ですが、当町においてはドラッグストアさんで食品を扱って、

あとは個人の商店さんでも扱っているんですけれども、ある程度１社独占という言葉もあれ

なんですけれども、結構皆さん利用するんじゃないかというそういう思いがあります。そこ

で、この質問をするに当たって寄附のあれを調べさせていただいたんですけれども、その当

該のスーパーさんで近年寄附をしているということですが、その金額もし教えていただける

んでしたらお答えしていただきたいと思います。 
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○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（及川 明君） 複数回ご寄附をいただいておりますが、金額についてはあえてホー

ムページ等でも公表していない部分もありますので、ここでの回答は控えさせていただきた

いと思います。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） もし、そういった寄附をなされているぐらいですので、当然ネーミング

ライツになると先ほど町長言ったように、入札というか公募あるんでしょうが、可能性とし

ては十分この継続的に維持管理費の軽減に役立ててもらえるんじゃないかと思うんですが、

そういったところでの前向きな進め方ができるかどうか伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 寄附金はですね、特定の事業ということについて振り分けでございます。

そういった中での利用をさせていただいておりますが、今のような形の中での利用というこ

とについては、今の時点ではないのかなと。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） ちょっと質問のあれが。ですから今寄附しているので、今後その寄附を

このネーミングライツ的な形で貢献、要請、要請というのも変な言い方なんですけれども、

切りかえるような方策を誘導、誘導という言い方もちょっと語弊があるかもしれませんが、

前向きな形で切りかえられるように進めていく気持ちがあるかどうかだけ伺っておきたいと

思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 一応、企業のほうに打診することはやぶさかではないというふうに思い

ます。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 私も本来なら当該スーパーさんの、担当がなんか本社の専務さんをやっ

ているということなんですが、一言聞きたかったんですけれども時間がなくて聞けませんで

したので、もし機会がありましたら今後この当該スーパーさんとのネーミングライツ検討し

ていっていただければと思います。あそこにスーパーさんがあって、次に本当は２つでこの

例を出すのをやめようかと思ったんですけれども、もう１点だけ。 

  例えば、先ほど当初答弁あった、そういったネットにはよく公衆便所なんかのネーミングラ

イツも10万ぐらいとか何万ぐらいとか、そういうことも載っていました。今回トイレをする
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つもりはないんで、そこでもう１点、例えばとして伺いたいのは、国道45号線からはまゆり

大橋までの通り、これ通りの名前があるのかどうか確認させていただきたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 当町では、路線通り名というのは採用してございませんので、東浜

中央線という路線名になってございます。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） この議場でも雑草、植木の管理が再三、同僚議員等から取り上げられて

いますけれども、こういった道路に関してもネーミングライツの導入のこの可能性を伺いた

いと思います。そこで、これまた例えばの質問で、質問だからいいのかもしれませんけれど

も、ＩＴの進歩により銀行業界さんもこれからは苦戦を強いられるという、そういうことも

懸念されている中、多分、役場とのこれからも取引先としてお得意先となり得る当町におけ

る銀行屋さんがあると思うんですけれども、そういった銀行さんなどに対してこのネーミン

グライツというか、45号線からその、例えば具体の例を言えばいいのか、七番通りとかそう

いった通りを名称つけるような形で維持管理のこの軽減というか、そういったことが考えら

れるのかどうか伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 私もちょっとこの一般質問があったのでネーミングライツについて

若干調べさせていただきました。基本的にネーミングライツについて法的根拠は何もないの

で、何に基づいてその道路の名称を変えるかという根拠に乏しいというのが１点ありまして、

これについてはどこの自治体も明確な制度的なものは持っていないというのが実情でござい

ます。そして、道路については、かなり古いんですけれども約10年ほど前に新潟県で募集を

したそうでございます。残念ながら応募者がなかったと。同じ2008年11月に静岡県の磐田市

で、やはり市道２路線ほど募集をかけてございます。ここについては大手不動産と地方のバ

ス会社がそれぞれ購入したという状態で記録が残っています。それで、道路の場合、そのネ

ーミングライツのメリットということになりますと、看板をかけるのが精いっぱいでござい

まして、その一番の目的でございます名称の露出度というのをほとんど期待をできないとい

うことが言えるかと思います。都市部であれば、グーグルを検索すると各、京都市、市内の

通りであれば各通りの名前がそれぞれ出てきています。しかし、地方に行けば行くほど路線

名が出ていることはほとんどございませんので、もし今回応募いただいたとしてもその名前

はどこにも出てこないと。果たしてそのメリットがあるかというと、応募者側では何らメリ
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ットがないということが言えますので、少なくともグーグルの図面に名称が載ると、私の１

つの線引きはそこだと思っています。それと、何かあるときにその名前が連呼されるという、

選挙じゃございませんけれども連呼されるという２つの１つの基準に基づいて企業のほうは

ご判断されると思うので、そうしてきたときに東浜中央線、果たしてその条件を満たすかと

いうとかなり難しいものと考えてございますので、実現性はすごく低いだろうと。それと、

参考までに市町村レベルでネーミングライツを募集して採用しているところは、いまだない

ということでございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 課長に手厳しい答弁をいただきました。そこで、それは都市に関してで

しょうけれども、当町は規模も小さくあれなんで、アットホーム的な一応町だという、私そ

ういう認識していまして、例えばその道路に関しても私も少し調べたんですけれども、先ほ

ど課長答弁あったように普通だと車のナビとかに出てくると効果がある、そういうことが載

っていました。私、ひとえにこういった道路に関しての整備は、よく何とか小学校で整備し

ましたって小さな立札のようなやつを立てている、よく植込みみたいなものがありますけれ

ども、そういった形でも小さくこの名前を出すことによって、その銀行さんを利用すること

で、そのたびに「ああ、この銀行さんお金出してここを整備してもらっているんだ」海のほ

うに行くにも何カ所か置けばそういった効果というか、もちろん銀行さん自体も派手な広告

よりもそういった地道な広告のほうが、より地域の貢献度に値するんじゃないかと、そうい

う私勝手な思い込みもあったものですから、先ほど課長答弁あったような大々的な本来のこ

のネーミングライツの効果も必要なんでしょうけれども、そういったことも十分考えられる

んじゃないかと思いまして、再度町長にこういったことに関する所見があったら伺いたいと

思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 冒頭でちょっとお話しましたが、基本的には、今野議員の思いとしてご

発言なさっているんですが、やはり企業としてこのネーミングライツにしたときに企業にど

う返ってくるのかということが一番大事だと思います。今、具体の七番通りというお話でご

ざいますが、後で支店長来ていますので、支店長に後でその辺のことをお伺いしていただい

て、多分銀行に帰って社内で検討するかもしれませんので、ただ、正直に申し上げて果たし

てどうなのかなというのは基本的にはネーミングライツでもって、今野議員おっしゃるよう

にあの辺の草を刈ったりとかそういうことということになると、企業に対してのメリットは
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何もないんだろうというふうに思います。ある意味、社会貢献しているというのが唯一のメ

リットかなと思います。例えばあとは、もう一つはその場所にバス停があれば、バス停の名

前が七十七銀行前とかそういうのはあろうかというふうに思いますが、直接的に本当に企業

さんにどれぐらいのメリットあるかというのが、なかなか読めない中でこうだという方向性

はなかなか出せないなというふうに思います。 

○議長（三浦清人君） 建設課長、いいの。 

○建設課長（三浦 孝君） いいです。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 私も７番さんには余り預金残高がないもので、ちょっと近づきがたくて、

なんかの折に支店長さんにお話したいと思います。 

  そこで、例を何点か挙げてネーミングライツについて伺ってきました。都会だと大きなサッ

カー場とか野球場のように公募のような形もあると思います。先ほど町長答弁あったように。

当町では、もしこういった事業を導入するには、やはりピンポイントで広告主さんを絞ると

いうのも変な言い方ですけれども、ある程度いい感じで根回し的なことをしてネーミングラ

イツ事業に取り組む必要があると思います。今後、どのような形になるのか、私聞いたネー

ミングライツもそうなんですけれども、今後公共施設の維持管理の手法としてネーミングラ

イツ初めいろいろ考えていると思うんですけれども、これ以外の手法でもし町長現時点で考

えているようなことがありましたら伺いたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） とりたてて何か考えているかと言われても突然ですので、なかなか返答

難しいんですが、直接的にいわゆる金品をいただくということだけではないんだと私は思っ

ているんです。例えば、うちの平成の森野球場、去年からかな、おととしだっけ、（「去年」

の声あり）去年から楽天イーグルスという冠つけています。それは別にお金をいただいてい

るわけではなくて、ただその見返りといったら言葉変なんですが、毎年２軍の公式戦を会場

として使っていただけるということですので、そこに2,000人ぐらいの町民の方々がおいでに

なって、そこで試合を観戦をしていただく。やっぱりこのネーミングライツということだけ

ではなくて、そういういわゆる利用形態というのがあるだろうというふうに思いますので、

直接的に現金がというのが一番いいんでしょうが、そうでないこの利用の仕方というのもあ

るんだろうというふうに私は思っております。 

○議長（三浦清人君） 今野雄紀君。 
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○９番（今野雄紀君） 今、町長より楽天イーグルスのご答弁ありました。それも2,000人、大

変なにぎわいだと思います。たしか昨年、天気悪くてということも聞いていましたけれども、

その件はいいんですけれども。そこで、町長野球場出しましたので、私今度整備されるサッ

カー場というかその広場のほうはネーミングライツ検討できるのかどうか。これも例えばで

言うと、楽天ですので、たしか今楽天、神戸って楽天ですよね。リトバルスキーじゃなくて、

何でしたっけ。あの人、ちょっと今一般質問で、（「イニエスタ」の声あり）そうそう、そ

ういった有名選手がいっぱい、今度もどうでしたっけ、バルセロナからもう一人検討してい

るということで、そういった有名選手もあるんで。ただ、地元にはブランメルじゃなくて、

ベガルタがあるんですけれども、ただそういったことも踏まえると、例えばなんですけれど

も、そういった有名選手が来て地元の選手と交流試合、可能かどうかわからないんですけれ

ども、いろいろ夢が広がると思います。野球もそうなんですけれども、サッカーに関しても

そういった球場等も今後ネーミングライツを検討していっていただければと思います。 

  そこで、先ほど町長に維持管理の軽減策のそのほかと聞いたんですけれども、質問書になか

ったみたいでそういった今のような答弁いただきました。そこで最後に確認というかお願い

したいのは、先ほど言ったネーミングライツに関しては、何もこう費用面、お金の面の軽減

もなるんですけれども、今回、今後、これから予算審議入る前の施政方針にもうたわれてい

ましたし、前議員の質問にもあったようなブランド化。ネーミングライツは企業のこの大切

なブランドを背負ってのまちづくりになると思います。昨今、問題のやや多いこのまちづく

り、今後そのようなことが起きないというか、起こさないというそういう思いも込めて、全

町民のためのまちづくり、そしてそのまちづくりに協力してもらっている、そういった、も

しその実現した場合の企業のブランドイメージを守る、そういうことでよりよいこのまちづ

くりになるんじゃないかという、そういう思いで今回ネーミングライツ質問させていただき

ました。 

  最後に、このネーミングライツに関しての、先ほど冒頭での検討するという答弁ありました

が、より一歩進んだ形での検討になるか、ならないかだけ確認させていただいて、私の一般

質問とさせていただきます。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 基本的には最初にお話したように、このネーミングライツについて私否

定的な考え方を持ってございません。ある意味これまでも、さっき言いましたように直接的

な現金をいただくということではなくて、さまざまな支援をいただいた場合にそういったネ
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ーミングライツといいますか、そういう冠をつけた場所がございますので、そういう意味で

の否定するつもりは全くございませんし、これからももし南三陸にそういった価値観を見つ

けていただける企業があれば、当然お声がかかってくると思いますから、そのときは我々も

しっかりと検討させていただきたいと思いますし、先ほどありましたように平成の森の今回、

サッカー場としてやる場所ですが、サッカー場というか多目的広場ですね、でやる場所は基

本的には別に問題はないんだろうと私は思ってございます。ただ、難しいのは今のサッカー

をやっている、いわゆるＪ１、Ｊ２とかＪ３もそうなんですが、大変グラウンドそのものが、

大変整備がすばらしい整備をつくってございます。うちのグラウンドはそこまでやる予定は

ございませんので、昔、ずっと昔ですが、平成の森ができたばっかりのころに鹿島アントラ

ーズがあの場所で合宿をしたということがございますが、ただ、それもその後にどんどんＪ

リーグのレベルが上がっていくと、到底あの平成の森のグラウンド、ご承知のようにこうい

うグラウンドでしたので、そこを使うということもなくなりましたし、基本、今ベガルタと

かがあの場所を整備したからといってベガルタがじゃあ、あそこに声を上げるかというと、

これは多分そんなに可能性としては低いんだろうというふうに思います。ネーミングライツ

の難しいのは、ある意味仙台市は結構数、ネーミングライツあります。歩道橋等も含めてあ

るんですが、それ以外の自治体になってきますと非常に、実績として非常に乏しい。ほとん

どないと言ったほうが過言ではないというふうに思ってございまして、そこの中でこの南三

陸町がどれぐらいのブランドあるのかということになりますと、企業もその辺のいろいろ考

えるというふうに思いますが、例えば、以前に平成29年かな、宮城県の河川のほうで払川ダ

ムのネーミングライツを募集しましたが応募なしです。そういう状況でございますので、な

かなか難しいなというふうに思っております。ただ、無理ですが、無理ですが、私がですよ、

私がもし企業サイドとしてやりたいっていうんだったらば、ラムサールを受けた志津川湾全

体のネーミングライツを私だったら応募したいと思いますが、現実問題としてそれは難しい

だろうというふうに思いますが、やっぱりそういうのがある意味、いわゆる企業として社会

貢献を含め、あるいは企業のイメージアップを含め、多分南三陸の一番のコンテンツはそこ

にあるのかなと私は思っているんです。多分無理というか、あり得ないんですが、一応私の

夢みたいな話で最後は締めさせていただきたいと思います。（「議長」の声あり） 

○議長（三浦清人君） 最後なんていう言葉使わなければいいの。今野雄紀君。 

○９番（今野雄紀君） 最後という言葉を使いましたので、最後の最後ということで。今、町長

より答弁いただいたんですけれども、あとは予算審議にさせていただく関係なんで、そちら
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に持ち越したいと思いますけれども、球場を整備するときに町長初め関係の皆さん、甲子園

並みのグラウンドということで整備しました。そこで、この場でもいいんですけれども予算

委員会でもいいんですが、その多目的広場のそのサッカー場としてのグレードというか、ど

のような形で見ているのかだけ伺って、最後の最後終わりたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） やっぱり、いいものに仕上げるということは非常に大事だと私思ってい

るのは、あの平成の森にこだわりを持って天然芝にして甲子園の土を使ったということで、

実はやっぱりそれが夏の甲子園の予選の会場として選択をしてもらえましたし、それからこ

としの７月末には東北・北海道の還暦の野球大会ということで、三十数チーム、600人以上が

うちの町に来て試合をします。ですからそういう引き合いが、やっぱりあそこの球場はいい

という、そういう評判があると口コミで広がっていくということになりますので、ある意味

そういった施設をつくるというときには、ある意味経費の問題はもちろんある、維持管理の

問題も当然ありますが、しかしながらそこの中で将来見込めるところには、やっぱりそれな

りの投資をするということも大事なんだと私は思っております。いずれ、平成の森のレベル

の、修繕のレベルどの辺、建設課長に答弁させて最後の最後の最後にします。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 林間広場につきましては、ご存じのように応急仮設住宅の敷地とい

うことで７年余り使用させていただきまして、昨年、建物解体をして31年度にいよいよグラ

ウンドの最後の仕上げをするという状況でございます。ただ、町の思いはいっぱいございま

して、グラウンドの命は多分芝生だと思っていまして、なるべくグレードのいい芝生を使い

たいというふうに考えてございます。しかしながら、県の立場からすれば原形復旧という部

分がございますので、余り華美なものは望んでいないといいますか、という状態でございま

す。詳細については、これから県との協議の中で決まっていくと思いますので、きょう現在、

この程度のレベルというのはなかなか難しいんですが、いずれにしろどんな芝生を植えよう

と肝心なのはやはり日常の管理でございますので、そこは意を持って進めるような、できる

ような施設にしたいというふうに考えてございます。 

○議長（三浦清人君） 以上で、今野雄紀君の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩をいたします。再開は２時20分といたします。 

     午後１時５９分  休憩 
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     午後２時１９分  再開 

○議長（三浦清人君） 再開をいたします。 

  通告６番菅原辰雄君。質問件名、１、入谷公民館建設と環境整備について。２、地域交通に

ついて。３、教育環境について。以上、３件について一問一答方式による菅原辰雄君の登壇、

発言を許します。12番菅原辰雄君。 

     〔１２番 菅原辰雄君 登壇〕 

○12番（菅原辰雄君） 12番菅原辰雄は、議長の許可を得たので一般質問を行います。 

  町長に入谷公民館建設と環境整備についてを伺います。 

  ３月に入り、春を実感している毎日であります。１日の高校の卒業式に始まり、これから各

小中学校の卒業式が行われ、卒業・進級・就職と気持ちも新たに４月の新年度を迎えるわけ

でありますが、この時期は進学・就職と町を離れる人が多い時期でもあります。このことは、

何十年も続いている現象でもあり、さらに東日本大震災が追い打ちをかけて現在に至ってい

ることは皆さん篤とご承知のとおりでございます。私たちはこの現実を改めてしっかりと受

けとめ、町、議会一体での取り組み・対策を講じていくべきであると再認識するものでもあ

ります。同時に、町発展、復興のシンボルとなる旧市街地の町並み形成も重要であるものと

考えます。幸い、ぼちぼちではありますが自営のガソリンスタンド、各会社・事務所等の建

設が見られることに多くの人が喜びを感じているものと思います。また、さんさん商店街周

辺への商店街形成、震災前のしおさい通りのようなものが待たれるのも現実であります。 

  一般質問でございます。 

  １件目。入谷地区公民館建設と環境整備についてを町長に伺うものでございます。 

  入谷地区の中枢施設である入谷公民館は、昭和55年竣工で改装を重ねて使用してきましたが、

一昨年、有害物質含有建材の使用が確認され、それらの対応策として町有地である旧入谷中

学校跡地へ新築移転計画であるとの認識のもと、次の点を伺います。 

  建設予定地への進入路は２系統ありますが、いずれも交互通行しかできない路線であり、対

面通行できる道路新設整備が必要と考えるが、町長の考えを伺います。 

  次に、公民館は避難場所であり、災害時や地域の各種行事、伝統文化・郷土芸能継承なども

含め、雨天時対策としても上屋建設が強く望まれるものでありますが、町長の考えを伺うも

のであります。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（三浦清人君） 町長。 
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○町長（佐藤 仁君） それでは、菅原辰雄議員の１件目のご質問、入谷公民館建設と環境整備

というご質問でございますので、お答えをさせていただきます。 

  まず１点目のご質問、道路の新設整備についてでありますが、新しい入谷公民館は先ほどお

話ありましたように入谷中学校跡地に整備する計画ということになっております。アクセス

道路は、町道入谷中学校線を想定しております。ご質問のとおり、当該路線は幅員狭小の区

間が存在し、車両のすれ違いが困難な状況にあります。このため建築工事の着工前に工事用

道路の確保が必要との認識からルートの検討をしておりましたが、地形的な制約もあり既存

の町道を利用する案が現実的との結論に至っております。今後は建物の設計とあわせ、安全

で円滑な車両の通行を確保するため、工事用道路の具体の検討に着手したいと考えておりま

す。また、敷地西側からの町道横断３号線からのアクセスにつきましては、敷地と町道横断

３号線との高低差が15メートル以上あり、必要な道路勾配を確保するためには道路延長が長

くなり多額の工事費や用地買収費等が必要となるため、西側からの道路整備は非常に困難な

状況ということになります。 

  次に、２点目のご質問、上屋建設についてお答えをいたしますが、入谷公民館の建設につい

ては本年１月30日に地元の皆様に簡易ではございますが、平面図をもとに災害時や地域の各

種行事にも対応できる部屋の大きさ等についてご説明をさせていただいたところであります。

また、伝統文化・郷土芸能伝承については、入谷小学校の児童が小学校の体育館で行ってい

る現状にありますことから、設計に当たっては上屋建設を含めワークショップを開催するな

ど、住民の皆さんの意見を反映できるように検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） 今、町長から答弁をいただきました。ルートが狭くて交互通行、それの

認識はありがたいことです。今、入谷小学校の下、中学校、済みませんどっちでしたっけ。

（「中学校じゃないか」の声あり）中学校、ということは今のＹｅｓ工房の前の（「そうそ

う」の声あり）なるほど。いや、私それちょっと想定外だったので、済みませんでした。な

るほど。工事前に道路を拡幅、私を初め地域の重立った人は、とにかく大型バス、大型観光

バスが入れるような道路整備をということで言われているんで、あそこに整備した場合に、

Ｙｅｓ工房のところの右カーブ、次上っていって左カーブ、かなり勾配もあるし急カーブに

なるので、なかなか難しいのかなと。私、素人ながらそう考えていました。それで町長答弁

ありましたように、西側のほう、あそこも15メートルほどの高低差と町長申しましたけれど
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も、今言った中学校のあの坂を考えるんであれば、15メートルの高低差は大した問題はない

んじゃないかなと、私はそんなふうに考えますけれどもいかがでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） いろいろこの件につきましては、庁舎内で議論をさせていただきました。

そこの中で、西側の道路に接続をするということになりますと、250メートルぐらいになるん

だっけか、250メートルぐらいの道路整備が必要ということになります。勾配を確保するため

にはですね。250メートルの道路を整備する、それからあわせて用地買収も含んでいくという

ことになりますと、この辺の言葉で言えば「ももよりすねが太くなってしまう」ということ

になりますので、これはそこまでいってしまうと公民館本体の建設そのものにも影響が出て

くると、これ単費でやらなければいけないものですから。そこも含めて現実的に、じゃあ公

民館も含めて、それから道路も拡幅も含めてやれる可能性はどこなんだということになった

ときに、今お話のようにＹｅｓ工房の前の道路、あそこ両側というか地権者の方にご理解を

いただかなきゃないんですが、そこを拡幅をして隅切りをしっかりとって、そこの中で道路

整備をしていったほうが、これが非常に手っ取り早いっておかしいんですが、いわゆる入谷

公民館の建設着手前に工事用道路として確保しなければいけないということがございますの

で、そちらのほうが現実的でありますし、あるいは町の単費の財源を使うという中にあって、

そう過大な財源を使えないという、そういったもろもろの議論をしながら今答弁の中でお話

したような内容で進めていきたいということでございますので、ご理解はしないかもしれま

せんが、ひとつご理解を何とかお願いをしたいというふうに思っております。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） 全く町長そのとおり、理解はなかなか難しいですね。町には町の考えと

かいろんな財政上の事情とかもありましょうけれども、ただ、西側からの進入路の場合250メ

ートルと言いました。そこは大体、私素人ながらにこうやって、地権者二、三人おるんです

けれども、打診したら「いやいや、そういう公共の用に供するんであれば、そういう用地買

収とかには応じますよ」という、そういう快い返事をいただいていますし、いろんな意味で

あっちからいけば、あとは乗用車とかすれば３本進入路あるんで、そうすればベターなのか

なという思いもします。町長、今言いましたように高低差を考えたときに、今町長がおっし

ゃいましたような入中の進入路、それで高低差は大丈夫なんでしょうか。逆にその辺が心配

になってきます。あとカーブなんですけれども、それも大丈夫、対応できるんでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 
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○建設課長（三浦 孝君） お答えいたします。 

  いずれ、現状のままでは工事に着手することはできないということは多分議員もご存じだと

思います。まずもって工事車両が現場まで行きかねるという状況にありますので、建物工事

をするためには、まずもって工事用道路を確保して、それから建物を建てると。町としても

できれば二重投資を避けたいと思ってございます。なぜならば今回の事業につきましては、

全て単費で賄うということでございますので、工事用道路といっても一定の金額が必要とな

ってございます。そのために建設時期を逸しないようにするためには現在の道路を使ったほ

うが経済的であるし、工期の短縮も図れるということで考えてございます。それで１つ西側

道路の難点といいますかがございまして、１つは北斜面になるということがございます。そ

れでご存じのように道路をつくる場合は、設計者が勝手につくるわけじゃなくて一定のルー

ルのもとにつくらなければならないということになってございます。法律になりますけれど

も、道路構造令に基づいた設計というのが求められてまいりますので、それに従って新たな

道路をつくるということになりますと約250から270メーターの距離が必要となってございま

す。しからば現在どうなのかということでございますけれども、現在約170メーターほどの距

離がございまして、それを利用しているという状況でございます。こちらは既存の道路でご

ざいますので、一定程度の新たにつくるものではございませんので、警察等の協議において

も工事用道路だということであれば一定の制限から外れるものというふうに理解をしてござ

います。それと、道路の部分について１軒家がございますけれども、場合によっては家の移

転がどうも考えられるということで今見てございますので、当然そうなると建物着手にする

時期が２年後、３年後ということが十分想定されますので、町とすれば１日でも早く公民館

を完成したいというふうに考えてございますので、今回既存の道路を工事用道路として建設

工事の中で整備したほうが断然、有利だというふうに判断をしております。（「曲がれるの

かということを聞いている」の声あり）当然、大型車両の最小半径といいますか、12メータ

ー以上確保するということになってございますので、それを十分確保できるというふうに確

認をしてございます。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） 今の説明の中で、１軒民家移転という言葉が出ましたけれども、これ間

違いないですか。民家１軒移転しても、例えば西側につくるよりも安価に済むという。

（「いえいえ、そうじゃなくて、西側につくるんであれば１軒移転する可能性がありますと

いう」の声あり）西側の場合ね。別にそれは家１軒移転、これこそ公民館建設より高くなる
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可能性もあるので、それはそれとして、それはもう別のほうを考えればいいので、私ちょっ

と聞き方が下手だったのかわかりませんけれども、現在のあれでもって入谷中学校の登校坂、

結局あそこで１軒移転となるとこれは大変なことだなと思って、頭の中では入谷小学校の下

のあそこのところだったら１軒移転もあるなと、そんなふうな思いをして聞いていましたの

で、ある程度わかりました。ただ、建設課長、今現道、今使っている道路だから工事用道路

とすれば警察もよし、オーケー出すと言いましたけれども、でも、そういう勾配とかなんと

かは今度は工事が終わったって、これ本道路として利用するんですよね。以前、童子下の仮

設住宅じゃなかった、あの小学校の建設工事のとき仮設道路があったのをそれを残してくれ

という要望があって、それも道路としてのパーセンテージが高くて町道としてはなじまない

という経緯もあったんで、あそこよりも勾配は緩くなると思うんですけれども、かなり普通

の町道からすれば勾配はきつくなると思うんですが、その辺はいかがなんでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 決して緩くはございませんが、現在も仮設住宅建設の際も使用して

いるということがございますので、そこは利用に耐えられるだろうというふうに考えてござ

います。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） そういうことでいくと、なかなかかみ合わない。例えばですよ、西側に

やったときに、今あの辺は田んぼなんですけれども、250メーターぐらいですか用地買収も含

めて大体の概算の工事費、あるいは今度は入谷中学校の登校坂したときの概算の工事費、本

当に概算、大体どれぐらいを見ているのかと。私とすれば、その辺もちょっと聞いておかな

いといけないのかなと思うんですけれども、町長。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 概算といいますか、当然民家の移転となりますと、それだけで数千

万円必要だというふうに考えております。新設の場合は、メーター当たりの単価ということ

になるかとは思いますけれども、いずれ相続等が必要となりますので１メーター当たり50万

から60万は多分必要になるというふうに考えてございますので、１億数千万必要だと思って

います。それから、現状の部分でということでございますけれども、基本的には工事用道路

でございますので、大きな構造物は設けないということで考えていますので、二、三千万円

で仕上げていきたいというふうに考えてございます。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 



１１２ 

○12番（菅原辰雄君） 課長は工事用道路、工事用道路って今言っていますけれども、工事用道

路をつくって、あとはそれを使うんだよね。使うんですよね。工事終わったからってそれ、

なしにするわけじゃないんで、だったら工事用道路という表現だけでそこでもっていくのは

いかがなものでしょうか。私たちはそれを未来永劫使っていくんですから。そのときに交互

通行じゃなく相互通行できる道路という認識はするんですけれども、地域での要望である大

型バス、観光バスが通れるような道路にもなれるんでしょうか。坂道も含め、カーブも含め、

工事用道路だったらトラックが入ればいいもので、トラックとまたそういうのは違うんで、

いかがなんでしょうかね。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 道路勾配にだけ申し上げますと、田束山に登る２車線の道路がござ

いますけれども、あの勾配よりも緩い状況でございますので、現在でも田束山には大型バス

が乗り入れ、しかも相互通行しているということを考えれば、それは十分だと考えてござい

ます。 

  それから、今回の事業はあくまでも公民館をつくるという事業で、決して道路工事をやるわ

けではございませんので、一定程度やはり枠を設けなければならないというふうに考えてご

ざいます。ただ、工事用車両と言いながらも交通安全に十分に留意しながら計画を練らなき

ゃならないというふうに考えてございますので、いずれ一般の通行が主だということになれ

ば、なった段階ではそれぞれまた点検が必要だと考えてございます。今残された１年間の中

で、この工事をしたいというふうに、最優先に考えてございますので、当面は工事用道路と

してまずもって道路の幅員を広げて、工事用車両が行くようにすると、その次に工事が終了

した段階で、さて一般の車両を主に通すときにじゃあどういう配慮が必要か、それはまたそ

の時点で考えるべきだというふうに考えてございます。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） 建設課長、ご苦労さまですね。田束山もね、確かに大型バスも登れます。

勾配もきついです。あくまでも今回は工事用道路ということで取り組んでいて、それが工事

が終了したら後で考える、ねえ。後で考えるのも今考えるのも一緒なんです。ただ、勾配的

に言ったら、田束山の勾配よりも、お金の問題ありますよ西側の道路、そのほうがよっぽど

緩やかな道路になりますよね。お金の問題はさておき。だから、お金も大事なんですけれど

も、やっぱり地域住民が望むような形で応えていってほしいなと、そんなふうに考えます。

ついでに言いますと、あそこの入り口の交差点は５差路なんですよね。５差路。交通量は大
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したことないんですが、やっぱり安全性とかいろんなことを考えれば、なかなか難しいのか

な。多分、今回両側の用地買収とも言っていますから、終わったからってそれを元に戻すと

か通常考えられないんですけれども、それはそれとして、そういうことで何ていいますかね、

町当局はこういうふうに言いだしたら自分たちのこれさぞ、それが全てよしみたいな感じで

おっしゃいますけれども、私は私として地域住民のあれをね。ただ、何回も言いますけれど

も、財政的な問題も含んでいるのは重々承知で、もうちょっと考えられないかなと。工事用

道路を早くつくってね、早く建設したい、これはわかりますよ。どっちが先かなんて言わな

いんですけれども、もうちょっと柔軟な考えというのを町長感じないんでしょうかね。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 菅原議員、地域住民というお話をしてございますが、実はある地域住民

の方々ですが今の我々が提示した道路のほうがいいという、実はそういうご意見もいただい

ているんですよ。ですから、そういうことも踏まえて我々とすれば費用対効果ではございま

せんが、その辺も含めて、地域の方々が全員がそっちのほうで、西側でないとだめだという

ことではないというのを我々確認をしておりますので、したがいましていわゆる今の入谷中

学校のあそこの道路拡幅でそれで十分という地域の方々もいらっしゃいますので、そこの中

で我々としては方向性としてこうだということで決めさせていただきました。そういうこと

でございますので、建物の設計入札もきのう終了してございますので、なるべく早く我々と

してはそれを進めていきたいなというふうに考えております。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） 町長ね、入谷に今600かそこら、それ以上もあるのかな戸数が、そうす

ればいろんな考えもあるんでね。いろんなあれもありますので、私が話した周りの中ではそ

ういう意見がなかったので、私地域住民という言葉を使いました。そういう方法でもいいと

いう人もいるのはいるとして、これは当然だと思います。そんなような中であっても、要は

一日も早く公民館建設して、そういういい環境のもとにやっていただきたいと思うのが第一

であります。ただ、私としては、どこにもやけどはないんですけれども、なんかやけのかだ

っぱりみたいですけれども、あちらのほうということで地権者をある程度了解もしています

し、それをなかなかわかりましたというふうなことにはいかないので、これをまた地域のほ

うに持ち帰って、こういうんだけれどもどうなんでしょうっていうことでやっていきたいと

思います。ただ、建設課長何回も言っていますけれども、工事用車両という、工事用道路と

いうことだけに余り力を入れないで、最後ね、ずっと使っていくんだというそういう末代ま
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での道路づくりということで進んでもらわないと困りますよ。大型観光バスが入れるような

道路ということで、再確認しておきますけれどもいかがでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 今回の事業を進めるに当たって、一番の課題といいますのが財源の

確保というのがございます。それで確かに議員おっしゃるように、そういう道路ができれば

これに越したことはないんですが、ただ、現実的な問題としてなかなかそこは難しいという

ことがありまして今回の判断をさせていただいています。それと、私この場では工事用道路

と申し上げております。これは財源確保上の話で、どうしてもこういうふうに言わないと町

道の改良工事という発言はできませんので、そこはご理解をいただければと思います。それ

と、前に横断１号線やるときに同じように12番議員さんからいろいろご質問いただいて、そ

のときの私の回答は横断１号線かなりの金額がかかるので、これに着手した場合はほかの町

道についてはなかなか改良工事に着手できませんという回答をさせていただいてございます

ので、現在もその状況は変わりはございませんので、あえて町道の改良という言葉は使えな

いという状況でございますので、ご理解をお願いをしたいというふうに思います。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） それ言われるとね、課長何も言えないんですが、そのときはまだね、公

民館がアスベストが含んだ建材を使われているとか、そんなのなかったんで、よもやね。た

だ、以前からあそこへの進入路ということでも前同僚議員からもお話が出ていましたので、

建物あったときの道路の必要性というのは建設課長はもちろん町長篤とご存じのことでござ

いますので、ここは一旦。ただ、こういう要望もあるんだよということをお忘れなく頭の真

ん中に置いておいていただきたいと思います。 

  次の上屋建設なんですけれども、どんな答弁もらったかちょっと忘れちゃったわ。（「もう

一回言いますか」の声あり） 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） かいつまんでお話をさせていただきますが、基本的に簡易の平面図を地

域の皆さん方にお示しをさせていただいて、説明をさせていただいたというところでありま

す。基本的に入谷小学校の子供たちが、いわゆる伝統芸能をやる際には現在入谷小学校の体

育館を使っているということがございます。したがいまして、上屋が必要なのかあるいはど

うなのかということについては、地域の皆様方とワークショップを開きながら検討したいと

いうことの答弁でございましたので、思い出していただきたいと思います。 
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○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） 忘れてしまって大変申しわけなかったです。この前に１点ちょっと確認

しておきたいんですが、先ほど私も言いましたように、今回入谷公民館建設するということ

は老朽化対策及びアスベスト含有建材の使用が確認されたためですよね。それで、あそこの

公民館の建材にアスベストが使われているということになりますと、現状どういうふうに把

握しておりますかちょっとわかりませんけれども、やっぱり職員の健康面とかで、ただ心配

な面があるんで含有しているということを確認以降、健康診断とかそういう面はやっており

ましょうか。ちょっとお伺いします。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） まず、基本的に職員すべからく職場健診という形の中でそういった

危険性の部分についてとは別に検査は常に行っているわけですけれども、今回この部分につ

いても本人といいますか、従事していた職員に対してはその後にある健診を積極的に受けて

もらえるように働きかけております。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） 積極的に受けるように働きかけということは、こういうアスベストが使

われている職場に長い間勤務したから、ちょっとこれでって目的を持った検診は受けていな

いということですか。 

○議長（三浦清人君） 総務課長。 

○総務課長（髙橋一清君） 一応、定期的な職員の健診が目の前にございましたので、あとはそ

の部分についてはご本人の判断にお任せするような形でございます。 

○議長（三浦清人君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） アスベストの検診方法とすれば、胸部レントゲン撮影しかございま

せんので、当然職員については毎年最低限そこだけはやってございますので、今のところ、

私人事係じゃないのでどういう結果になったかは存じていませんが、いずれそういう機会を

設けてやってございますので、これまでその異常があったという診断は多分出ていないんだ

ろうと考えていますので、今のところ特に問題は発生していないということでご理解いただ

ければと思います。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） 私もよくその辺わからなくて聞いたんですけれども、通常の健康診断を

受けて、胸部レントゲン検査を受けていれば異常あるかなしはわかるということね。だから
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改めてこのために、この対応として受けなさいよということはやっていないということでね、

その辺はわかりました。 

  それで上屋建設なんですけれども、入谷小学校で子供たちが授業の中でいろいろ取り組んで

いるのは承知しております。皆さん篤とご承知のとおり、震災の折に入谷公民館は避難場所

であり、避難所として運用してきました。いろんなことでおにぎり作りとかやってまいりま

した。そういうことで、今度も入谷中学校跡地に建設すればやっぱり地域の避難場所であり、

この前の震災のような被害はあってほしくないんで、多分ないだろうと思います。ただ、入

谷地区なんかは特にがけ崩れの地域が結構あるんで、大雨時には避難とかいろんなことで考

えられます。そのときの避難場所、避難所になったときに、そういう上屋建設、上屋が必要

だなと、そういうふうに思っております。これはそれだけじゃなくて、地域の行事等でもい

ろいろ芋煮会でもバーベキューでも、雨天時対策あります。さらには、今度建てる場所は八

幡神社のすぐ下にあります。年１回例大祭があり、上の広場で奉納をするんですけれども、

雨対策が全然ないんです。町の施設を、神社仏閣のこれとはまた別個だというそれはもちろ

んなんですけれども、そこにあればいろんな面で活用方法がいっぱい出てくる、そういうふ

うな思いでありました。「入谷八幡神社の打囃子」は、二百六、七十年前から続いている。

言えば、コミュニティの最たるものだ。継続している最たるものだと。それでいろんなこと

で、地域みんなが力を出し合って今日まで継承している。そんなのも含めまして、ついでと

言っては申しわけないんですけれども、今回建設に当たってそういう避難所とか、そういう

対策の観点からも、さらには伝統文化芸能継承に当たって、雨天時にそこで奉納とかいろん

なことできるような感じ。あるいは、山車、バレンいろんな花とかさまざまのありますから、

それを次の当番講が出るまで１年間展示しておきたい。そうすれば来た人にもいろんなこと

を見せられる。もし何かの折に急に打囃子を奉納っていう場合はそれも使ってやれる。いろ

んなことで効果が出てくるんで、それらを含めて公民館建設あわせて上屋建設の必要性を私

も言いますし、地域住民からもそういう話もあります。先ほど答弁にワークショップを開い

て、いろいろありますけれども、とりあえずそれの前段として私のほうからそういう一応要

望みたいな形で話して、いい答弁がもらえればなと思って今話したわけです。よろしくどう

ぞ。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） なんか今度は展示を１年間しておくとかというお話になってきますと、

基本的に我々、地域の方々にお示ししているのは、400平米で今回建築をしたいということで、
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おおむね了解をいただいているところでありますが、そこに展示室とかって設定になってい

ないんだよね。そうしますと、今度新たにそうすると、いわゆる展示室を含めて広げていく

ということになると、これまた、さっき言いましたように設計の入札はきのう終了しており

ますので、そうなりますとこれまたやり直しということになりかねないわけでございます。

したがいまして、上屋がどれぐらいのものが必要なのか含めて、そこをある程度地域の方々

で、例えば展示をしておくということになれば年間365日置いておくと、いわゆる壁がなけれ

ば風雨にさらされるということになりますので、それがじゃあ可能なのかというと、これも

また難しい問題になってきます。そうしたときに、じゃあ囲うことになれば全体の面積も広

がってくるということになりますから、非常に我々としても今のお話を聞くと非常に難しい

なという思いを受けながら今お話をさせていただいておりますが。その辺はどのようにお考

えなのかということをお聞かせをいただきたいというふうに思います。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） 私の説明というか話し方が悪かったんで、そういう誤解を与えてしまい

ました。公民館、本体とは別個に、別個ですよ。別個に今まだありますよね、仮設住宅。あ

の建っているあの辺に上屋、屋根をかけていただきたい。そんで、その奥のほうというか一

部分を囲って、そこに展示をする。あとは土間なりなんなりしておいて、先ほど言ったよう

な利活用方法がいっぱいあるんですよって、そういうことでございますので、町長いかがで

しょう。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） だんだん本体よりも上屋のほうが金かかるような気がしてくるんですが。

大体、上屋って例えば菅原議員どれぐらいの想定をしていらっしゃるんですか。（「反問」

の声あり） 

○議長（三浦清人君） これ反問権みたいな形になってきているね。 

○町長（佐藤 仁君） 反論ではなくて反問権ということで、お聞かせをしていただきますが、

大体上屋の想定をどれぐらいに、地域の皆さんがお考えになっているのか。それ次第で我々

も、これは無理だとかというそういう判断をせざるを得ないと思いますので、ちょっとその

辺よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） 確たる根拠を持っているわけじゃあございませんけれども、一応、これ

松原公園の例よりもちょっとフィールドのほうにという話をしました。たとえでの話ですけ
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れども、10メートル掛ける30メーターぐらいでということで話をいたしました。その一角、

10メートル掛ける30メートルといえば、言わずと知れた長方形でございますので、その奥の

ほうに展示室みたいなのを加えて、あとは全部土間でいいのかなと、そんなふうに考えてい

ます。あとは、先ほど言ったように、いろんなことでの使いようはあるんで、これまでなく

てもやってきたじゃないかというそういう理論もなり立つでしょうけれども、公民館建設と

あわせてそういうふうなことも考えていただきたいということであります。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 10メートル、30メートルというと100坪ですよね。100坪の上屋、どれぐ

らいかちょっとわかりませんが、上屋といっても簡単に言いますが相当の金かかります。実

は何でこう言いますかというのは、今海の広場の造成工事やっておりまして、そこにも屋根

だけの上屋をつくろうと、屋根でつくろうとしておりますが、相当のお金がかかります。で

すから今言ったように100坪の上屋をつくるということになると、到底今からその財源をねん

出をするということについては、多分難しいと私は思います。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） もちろん、これ右から左に、はいわかりましたということにはいかない

のは重々承知であります。ただ、先ほど言いましたように、町とは直接関係ない打囃子伝統

芸能の継承もやっています。これは地域のコミュニティがなり立っているからであります。

その最たるものであると考えています。それで、今は打囃子の件について言いますけれども、

今、各打囃子講で順番ですから、４つの講でやっていますから４年に１回なんです。ただ、

いずれも子供たちが少なくて大変な状況になっております。いずれ入谷地域全体一体となっ

てやらざるを得ない状況になるものと認識しております。その折に、そういうところがあれ

ばいいのかなと、そういうふうに思っています。あとは伝習館もありましょうけれども、そ

こはいろんなことで花つくったり、さまざまな利活用方法もありますので、それはそれとし

てあるものは有効に使いながらこういうのもやっていただきたい。こういう要望でございま

すけれども、いかがでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 山車ですが、基本的に毎年解体をするんですよね。毎年解体するのに展

示する常駐の場所って果たして必要なんでしょうかという、素朴な疑問が私あるんです。そ

れぞれ今４年に１回、それぞれ順番に回ってきて、その際に回ってきたところで山車をつく

ってお祭りをする、それで壊すということの繰り返しになっているわけですので、ずっと常
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設の展示をする場所にそれほどの面積の広さの上屋を果たして必要なんでしょうかという、

そういう素朴な疑問も私は持つんです。その辺の、地域としてどうすり合わせできているの

か、例えば本当に皆さんが100坪の上屋を本当にみんな必要だと思っているのか。あるいは、

そうでないのかも含めて、ワークショップをやるというお話しておりますので、ワークショ

ップの中で本当にその面積が必要なのかということも含めて、いろいろ地域で議論をしてい

ただくというのが一番ではないかというふうに思います。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） 全くそのとおりであります。100坪の上屋というのは、例えばというこ

とでありまして、こういう面積を提示したわけであります。ワークショップでいろいろもん

でいけばいいの、それは重々承知しております。今は町長、４年に１回あれで、何で１年間

展示保存必要なのって、そういうふうに言われましたけれども、やはり入谷地区にこれから

もいろんな観光客初め誘致を考えていく折に、口で入谷八幡神社打囃子どうのこうのって、

やっぱり実際にそういう山車とかね、そういうのが、きらびやかなのがあればまた違う。そ

れを１年で、次の当番講が新しいのを製作するまでそれを展示しておく。最も何年もあれば

色もあせましょうし、新鮮味もなくなるんで、そういう施設があればね。これまでなかった

んですけれども、今回それにあわせてあればいいね、あればいいねって言うとなんかトーン

ダウンするようですけれども、そういう建設を私は要望しておきます。 

○議長（三浦清人君） 質問もう一回。12番菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） それでは、お返しでございますのでお話します。例えばの話で100坪、

30メートル掛ける10メートルとそういうお話をさせていただきました。何でそれを展示必要

か、そういう質問でしたけれども、４年に１回なので今までそういうふうにして終わればす

ぐ解体していた。それをぜひ展示して、よそから来る人にこれ見せながら説明をしていきた

い、そういう意味です。今までなかったもの、そういう考えもあるんでしょうけれども、こ

れまでせっかくみんなが二晩も三晩もかかって何十人もかかってつくった花でも何でも、そ

れをすぐパッとしてなくするよりも、来年の当番講がつくるまでこれを展示しておきたい。

そして何かの折に、じゃあ入谷の打囃子も花を添えてほしいっていったときにはすぐ対応も

できるという。これ１年に１回あるかないかそれはわかんないんですけれども、そういう場

合にもすぐ対応できますよということでありますので、ひとつよろしくご検討いただきたい

です。 

○議長（三浦清人君） 町長。 
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○町長（佐藤 仁君） 私が検討するんではなくて、さっきからお話していますように、今菅原

議員のおっしゃるお話の内容が地域の皆さんにどこまで理解をもらって、どれぐらいの具体

に必要なのかということは先ほど来お話していますように、今私にどうのこうのというより

もワークショップの中でいろいろ議論をしていただくということが私は一番だというふうに

思いますので、私が今ここでやる、やらないというのは地域に住んでいない人間がとやかく

私が言う立場ではございませんので、そこは皆さんでいろいろ議論をしていただきたいとい

うふうに思います。それから、もう一つ言っておきますが基本的に、何回も言いますが単費

でございますので、そこは我々も慎重にならざるを得ないということだけは申し添えておき

たいというふうに思います。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） 町のほうでは町のほうで予算もかかるので、即わかりましたということ

にはいかないのは重々承知していますけれども、こういう考えもあり、こういう声に賛同し

ている人もいるということであります。町長先ほど言っていますようにワークショップでも、

これは大事なことでございます。その前段として、私今回一般質問で町の考えを伺っている、

そういうわけであります。こういうことで、例えばこの前聞いたように、今は入谷小学校の

裏にある伝習館、それも使えるよということでありますが、それはそれで有効に活用してい

くんで、ただね、先ほど言いましたけれども、そこでは例えば入谷１カ所で開催するとなっ

たときにはそこで花をつくったり、いろんな作業もするしということであります。そういう

ことで、この上屋の活用方法は最初に述べたとおりでございます。最終的にはワークショッ

プなりなんなりでもんでいただいて結構でございます。ただ、そういう要望もあったという

ことをお忘れなくお願いをしておきたいと思います。 

  次に、２点目。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） これだけは１つ申し上げさせていただきますが、基本的に町としてのめ

る範囲とのめない範囲がこれございます。ここは明確にお話をしておかないと、後で地域で

決めたんだからこれぐらいの面積大丈夫だというふうな議論になられても、それは町として

も大変困りますので、そこは明確にお話をしておきたいというふうに思います。いずれ、先

ほど来お話していますように、きのう設計の入札が終わって工事の入札は６月の補正を予定

してございます。そして工事の本体については、いわゆる入札は、工事の入札は８月を予定

しておりまして、９月の定例議会に工事本体の契約をするという。そして来年のちょうど１
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年後には落成式を迎えるというスケジュール間は決まっておりますので、そこにさおをさす

ようなことだけのないように、ひとつご理解をいただきたいというふうに思いますので、ど

うぞよろしくご理解をお願いしたいというふうに思います。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） 町長、そんな流れにさおさすようなことはしませんから。ただ、一応こ

ういう要望ということでお話させていただきましたので、その辺も篤とご理解をお願いしたい

と思います。 

  次に、２件目。地域交通について、町長に伺います。 

  これまで何度も交通弱者対策として議論をし、いまだ解決策を見出せない現状だが、加速す

る少子高齢化社会への対策を伺う。 

  町民バス運行の現状と課題でございます。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 菅原議員のライフワークだというのは十分承知をしながらお答えをさせ

ていただきますが、本町の、もう一度改めてお話をさせていただきますが、本町の乗り合い

バス町内11路線の利用実績につきましては、平成28年度が２万7,103人、平成29年度は３万

1,735人、本年度はまだ２カ月残しておりまして１月末ということで10カ月ということになり

ますが２万4,170人、昨年度を若干下回るかもしれませんが、ほぼほぼ前年並みの利用実績と

いうことになります。また、運行経費につきましては、平成29年度の収支率はおよそ10％に

とどまっております。残りを国からの補助金と町の町単費で負担しながら乗り合いバスを運

行しているのが現状でありまして、これがまさに本町が抱える地域公共交通の最大の課題と

言っても過言ではないと思っております。限られた財源で地域公共交通を維持するためには、

選択と集中の考えのもとに、需要が少ない路線を見直して需要の多い路線に資源を投入する

などの改善を図る必要があると考えております。これらの課題を解決するためには、同時に

福祉サービスなどの社会資源と一元化を図って、フリー乗降区間の設定や、いわゆる白タク

輸送、カーシェアリングなど移動ニーズに対する最適なサービス提供を実現することが前提

条件になるものと考えております。このようなことから、町では持続可能な公共交通網を構

築するために、南三陸町地域公共交通網形成計画の策定作業を現在進めておりまして、今後、

当該計画に示す目的達成に向けて各種の事業を実施してまいりたいというふうに考えており

ます。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 
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○12番（菅原辰雄君） 本年度はまあまあ利用実績がいいように私は今捉えました。これまでも

いろいろバス停から遠い人への対応とかいろんなことをやって、あるいはまた自分でもデマ

ンドとオンデマンド型交通導入の取り入れとかいろいろ話をしてきましたけれども、なかな

か折り合いがつかず話も平行線をたどってきた経緯でございます。端的に言いまして、いま

のままで利用人数とか便数、これはどれぐらいまで、こんなことを言ったら大変かもしれま

せんけれども、いつごろまで継続できるのか。また、これを大きく見直すという基準を設け

ているんであれば、その辺をお伺いいたします。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（及川 明君） いつまでといったことについては、今この場で申し上げることはで

きませんが、まだ当町の町公共交通のあり方として今後の方向性を今、計画づくりを進めて

いるところでございまして、いずれその中でいろんな場面、段階的に縮小していく部分も

多々ある計画には一応なっております。ただ、一概に足を奪うということじゃなくて、必要

な人が必要なときに使えるような公共交通を目指していこうということでございますので、

一部では公共交通の枠を少しはみ出た白タクの考え方とか、そういったものも部分的に持ち

合わせながら、いかに継続できるかを今の計画の中でもんでいるところでございます。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） 現段階でいつまでということはできない、もちろんそういうことは軽々

に言えることではないんですけれども、いろいろな状況に応じて縮小もしていかなきゃいけ

ないんだろうし。ちなみに、31年度予算案だと何か町民バスのほうで6,300万ほど予算計上を

しているみたいでした。それは町持ち出し、または国の補助等もあると思うんですけれども、

これだけのことで利用人数からしてどうなんでしょうね。これだけの持ち出しがあって、こ

れだけの２万幾らだっけ、そういう数字でいいのかっていう、そういう議論もあります。た

だ、私前から言っているのは、今現在これだけの費用をかけて通っていない、それとも利用

したくてもできないという人もいるわけですよね。そういう人たちの何か、先ほどいろんな

ことで方策をとありますけれども、今、なんか具体の方策とか、こういうのを持ち合わせて

おりましょうか。今現在でこういう方向性とか。白タクという話もありましたけれども、何

か案がありましたらご提示をお願いします。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） ひとつこのことだけは頭にとどめておいていただきたいんですが、今町

で町内11路線運行していて、運行経費で約5,300万経費としてかかっております。運賃収入は
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500万ちょっとです。したがいまして、先ほどお話しましたように収支率が10％ということで

す。かといって、じゃあ収支率を上げるために運賃を上げるのかということになりますと、

これまた地域の皆さんにとって、利用者の方々にとっては上げないでくれというのが正直な

気持ちだというふうに思います。ですから、これだけの国の補助、それから町の単費を5,000

万近くですよね、毎年投入しているということになりますので、これが果たして町の財政状

況等を含めて、どこまで持ちこたえられるのかなというのは正直な心配な部分は当然ござい

ます。ですから、そこも含めて我々としてやっているわけでございまして、例えば次年度に

ちょっと計画をしているというのがあるのが何かということですが、入谷地区で実施を計画

しているのが、カーシェアリングを実験的にやりたいというふうに考えておりまして、これ

は日本カーシェアリング協会というのがございます。これに一般財団法人のトヨタ・モビリ

ティ基金というのがございまして、これを活用した地域課題解決活動に参加を予定したいと

いうふうに考えておりまして、現在、採択が今月になります。今月に採択になる予定です。

なる予定です。なった場合には、予算は６月の補正で対応したいと。そういう中で、もし決

定するということになれば、入谷でカーシェアリングの実証実験を行いたいというふうに考

えてございます。また、もう一つはフリー乗降区間の設定をしたいと、特定をしたい。これ

は戸倉の団地内で実施をしたいというふうに考えております。いずれ、今我々として考えて

いるのは、こういうことで考えているということでございます。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） フリー乗降区間、戸倉の団地内、これはわかりました。フリー乗降区間

といえば私も入谷地区で、交通量の少ないところでどうなんですかっていう話をしたんです

けれども、なかなか了解を得られなかったんで、戸倉団地でやるんであれば入谷地区だって

できないことはないんですよね、あの国道398号線以外であれば。例えば私いつも言っている

んですけれども、自宅の前を通り過ぎていくか、ずっと手前で、そういう乗降客もいます。

それでそういうバスを利用する人は運転免許持たない人とか、年とった人の利用が多いので、

どうせ戸倉でやるんであれば、町長大丈夫だから、そっちしゃべっても聞こえていますから

大丈夫です、ぜひ、以前ね宮城交通でやったようなそういうフリー乗降区間も考えてはいか

がかなと思います。それと同時に、カーシェアリングってどのような内容なのか、もし話せ

るんであればもうちょこっと踏み込んだ内容をお聞かせください。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（及川 明君） フリー乗降の関係につきましては、まず実証として戸倉団地内でや
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りたいというのが我々の考えている地区でございまして、これまでも戸倉団地の方々から何

といいますか、バス停の奪い合いといいますか、乗降位置が右だ左だといろんな意見が出て

きておりまして、そういうんであれば一度実証という形の中でフリー乗降区間として設定し

てやってはどうかということを考えているところです。ただ、これにつきましては道路管理

者あるいは警察でありますとか、そういった関係機関との協議を経た上で実証実験に移行し

たいというふうに考えております。 

  それと、カーシェアリングにつきましては、この頭にコミュニティという言葉がつくんです

が、コミュニティカーシェアリングという、地域の中の資源を生かして余力のある方が地域

が保有している車で交通弱者を助けてやるというふうな、簡単に言えばそういうふうな流れ

になると思います。そのどこまでの足を確保したり、どうしていくかというのは、これから

実証事業の中で住民の方々と意見交換しながら決めていくことになるのかなと思います。そ

の部分が、目的地が病院なのか、あるいは最寄りのバス停なのか、それは地域によっても違

いますし、そこは話し合いの中で制度設計といいますかそういったものを考えていきたいな

というふうに考えております。 

  入谷の地区でのフリー乗降区間の設定につきましては、いずれ戸倉でやる上で道路管理者で

ありますとか、警察等の協議の関係、そういったものを下調べをした上で、入谷だけじゃな

くて全町的にもしそういうのができるんであれば利便性の向上という観点から進めてはいき

たいというふうに思っております。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） フリー乗降区間はまず戸倉でやってみると、それでいろいろ管理者とか

とさまざまありましたけれども、鋭意努力していっていただきたいと思います。利用者の利

便性を高めれば、それだけ利用者がふえるものと思っております。そうすれば、10％が

10.5％とか収支率が11％になる可能性もあるので。 

  カーシェアリングは購入しなきゃだめだと、そうするとなんかちょっとハードルが高いよう

な気がするんですけれども、いろんなレンタルとかそういう方法とかさまざまな方策がある

と思うんですけれども、まだ話せる状況じゃないのか、それともこういう状況であると話せ

る範囲でもう一度お願いいたします。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（及川 明君） 詳しいことはまだなかなか申し上げられないんですが、車について

は協会から車をいただくことになるのか、補助になるのかはわかりませんが、保有して地域
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に預けてそこで運用していただくという感じになろうかと思います。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） ちょっと細かいことまで聞くようで大変申しわけないんですけれども、

預けていただくということはやっぱり受け入れ主体とかそういう組織づくりが前もって必要

だということですよね。そのために今そういう入谷地域をちょっと選んで、これからいろん

なことでやっていくということですね。（「戸倉地域」の声あり）いや、カーシェアリング

は済みませんね、そういうことですよね。カーシェアリングは入谷。 

○議長（三浦清人君） 企画課長。 

○企画課長（及川 明君） カーシェアリングにつきましては、地域公共交通網の路線から、い

わゆるバス停から一定の離れた距離に集落があるところというのは入谷地区ですので、そこ

をターゲットに実証的な部分をやっていきたいという考えでございます。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） わかりました。そうすれば利用したくても利用できない人とか、いろん

なことでコミュニティも高まるし、いろんなことで効果が出てくるのかなと思います。鋭意

皆さんのためということを第一としてご努力をお願いをいたします。 

  それで、次。教育環境について町長、教育長より伺います。 

  児童生徒の教育環境について議論されてきたが、改めて次の点について伺います。 

  児童生徒の学力・体力低下、いじめ・不登校などの現状と課題について。教育長の所見と対

策を伺います。 

  次、学校給食の食べ残しと食育について。 

  ３、学校へのエアコン設置の考え方はについて伺います。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） それでは、ご質問教育環境の件についてでございますが、初めに私のほ

うから３点目のご質問であります、学校のエアコン設置の考えについてお答えをさせていた

だきます。 

  昨年９月の議会定例会で、議員から全国的な猛暑に対する対策として、学校のエアコン整備

に関する質問がありました。その時点では学校のエアコン整備については今後の検討課題と

してお答えをさせていただいたところであります。その後、国では学校の空調設備に対する

臨時特例的な措置として新たに交付金制度を創設しました。この新制度により、全国的に学

校のエアコン整備事業が加速する中で本町におきましてもエアコンを設置する方向で進める
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こととしたところでありまして、昨年の12月の議会定例会で空調整備調査設計費の補正予算

を計上しまして、現在、調査設計業務を年度内事業として進めている状況であります。また、

工事費予算につきましては今議会定例会に補正予算を計上させていただいておりますが、予

算が可決されましたら早急に整備事業を実施してまいりたいと考えております。 

  ご質問の１点目、２点目につきましては、教育長から答弁させますのでよろしくお願いした

いと思います。 

○議長（三浦清人君） 教育長。 

○教育長（佐藤達朗君） それでは、私のほうからお答えいたします。 

  初めに、１点目のご質問。児童生徒の学力・体力低下、いじめ・不登校などの現状と課題に

ついてお答えいたします。 

  まず、児童生徒の学力と体力の低下についてですが、町内児童生徒の学力と体力が全国や県

と比較して著しく低いという現状でありません。学力については、全国学力学習状況調査の

結果で比較すると、東日本大震災直後に見られた大きな格差は徐々に縮まり、今年度につい

てはほぼ県平均という状況でございます。また、体力についても同様で、平均の比較で、体

格については男女ともに県・全国と同程度かやや上回り、運動能力でも同程度、握力や反復

横跳びなど種目によっては大きく上回るものもございました。 

  いじめについてでございますが、平成29年度児童生徒の問題行動、不登校調査によりますと、

少なくない数の認知が報告されております。これはご存じのとおり、よりきめ細やかに、そ

して、より児童生徒に寄り添った形でいじめを認知し、その対応をしているためでございま

す。 

  不登校の状況は、震災後、減少の傾向は見られず、それについては一人一人にさまざまな理

由がございます。教育委員会といたしましては、今不登校にある児童生徒への支援と不登校

児童生徒を生まないための新たな取り組みを進めてまいりたいと思っております。 

  次に、２点目のご質問。学校給食の食べ残しと食育についてでありますが、本町の学校給食

は栄養教諭が学校給食実施基準に定められた児童生徒１人当たりの学校給食摂取基準値をも

とに献立を作成し、栄養管理を行っているところでございます。このことから、本来、給食

は完食してもらうことが望ましいことでありますが、本町でも少なからず給食の食べ残しが

あるという現状になっております。子供たちが給食を残す理由は、さまざまな原因が考えら

れますが、子供一人一人の食べ残しの原因を知り、その解消に向けた工夫や取り組みなどが

とても大事になってくるのだと考えております。今後も教育活動全般を通して、さらに現状
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の食に関する指導内容の充実を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） 町長から先に答弁いただいたので、こちらのほうからいきます。 

  エアコンを設置することで交付金ということで、以前に私、町長答弁ありましたように聞い

たときにはまだ国のほうから何も通知がない、通常でいけば３分の１補助だと３億円かかっ

て１億円は町負担だと、そういうふうな答弁だったと記憶しています。それで、31年度は町

内全学校の保健室にエアコンを設置するということで答弁をいただいておりました。それで、

国のほうで今度そういう交付金ということであれば、今度は町負担ゼロで対応できるんです

か。町長。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 基本は３分の１ということでございますが、後で特交で入ってくるとい

うことがございます。ただ、今総事業費がどれぐらいかかるかというのをまだ把握してござ

いませんので、明確に今お答えをするということについてはちょっとご容赦をいただきたい

と思います。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） 基本は３分の１で、あとは特別交付税で入る、その内容はまだ決まって

いないということなんですね。我が町でまだあれしないうちに、よその町ではね、全部入れ

るとかなんとかって仙台市を筆頭にいろいろやっていましたけれども、わかりました。それ

じゃあ、31年度中に、あるいは32年度までかかりますかね、32年度中になりますかね。全学

校の全教室にエアコンがつくんだよ、町負担はともかく、だよということでよろしいでしょ

うか。 

○議長（三浦清人君） 町長。 

○町長（佐藤 仁君） 使えるのは来年の夏になると思います。エアコン使えるのは。（「32年

度」の声あり）32年になると思います。いずれ、それより前に出ても気温が28度かなんかで

設定してございますので、それ以下では使えないという、使いませんので、28度以上になっ

て初めてエアコンを使うということになりますから、基本的にはいつの時期に、例えば４月、

５月にできても使うのは７月あたりになるというふうになります。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） 学校のほうに聞けば、やっぱりエアコンは必要ですよねって、学校の立

地条件にもよりますけれども、うちの学校はなかなか風が通らないんですよとかさまざまあ
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るんで、やっぱり今回そういうふうにして設置する、できる、するということは大変喜ばし

いことであり、子供たちの環境整備ということでぜひ一日も早く。ただ、28度設定だからな

かなか稼働しないという、ちょっと難しいですけれどもね。そういうふうなことで前向きに

進めていくということで、了解をいたしました。 

  次に、教育長。学力なんですけれども、宮城県平均という答弁いただき、震災後から回復し

てきたって言いますけれども、なんか私もよくわからないですけれども宮城県そのものが学

力が低いという評価がされているようなんですけれども、その低い宮城県と同等になったか

らって、これは安易に喜んでいいのかどうかも含めて、教育長としてどのように学力高まる

ような学校に対する指導とか、考えのもとに進めてきたのか伺います。 

○議長（三浦清人君） 教育長。 

○教育長（佐藤達朗君） 学力の向上につきましては、全国の学力学習状況調査、宮城県並みだ

というふうにお話しました。議員おっしゃるとおり、宮城県そのものが全国から比較すると

そう高くはございません。ただ、１つだけ私のほうから申し上げたいのは、数値による全国

の比較です。数値そのものが、例えば平均で10点だとか20点だとかそういう差がありません。

有意差というふうな言い方ありますけれども、マイナス５点、プラス５点の範囲の中にどれ

ぐらい入っているかというような検査しますと、決してうちの町の子供たちは20点も30点も

離れていないという。場合によっては全国から比較して、教科によってはマイナス５点以内

の中に入っているというものもあります。順位からするとすぐに最下位というふうに見てい

ますけれども、子供たちのいわゆる学力そのものから考えた場合には、全国比較ほど私は低

くないと思っています。震災後の子供たちの学力の状況と、それから８年たっての子供たち

の学力の変化なんですけれども、やはり数値的には上がっております。これはさまざまな取

り組みが行っております。一番の原因は、各学校の校長を中心とした先生方が、やはり真剣

に向き合って、そして指導の充実を図っていることが大きな原因だと思っております。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） 教育長そうですよね、何も点数であれするわけじゃないんですけれども、

低いよりは高いほうがいいんでね。教育長としていろいろと指導もやってきたと思うんです。

例えば、具体に私はこの町の学校の児童生徒の学力を高めるために、私はこういう考えのも

とにこういうことをやってきたんだよという、具体例がありましたらひとつお願いします。 

○議長（三浦清人君） 教育長。 

○教育長（佐藤達朗君） 幾つかございます。まず、１つは、これは議会の皆さん、それから町
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当局のご理解のもとに震災後当町の教育委員会に割愛の指導主事を入れていただきました。

これ目的は、当町の子供たちの学力の向上ということで現場の教員を町の教育委員会の指導

主事に入れてもらったという、これ施策の１つで大きなことだと思っています。それから、

先進地区、具体的に申し上げますと秋田県の八峰町に、これも予算をたくさんとっていただ

いて町内の小中高、高校までの先生方を毎年30人ぐらい視察に出しているという。そこで先

進地区の取り組みを学んでもらって、それを各学校にそれを生かすというふうなやり方をし

ております。主な取り組みとしてはこの２点が大きいのかなと思っております。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） 事業に指導主事、あるいは先進地秋田県の八峰町への視察を、これは以

前聞いておりましたけれども、そういう独自の方策でもって児童生徒の学力が上がってきた

ということで、いいです。新年度からもぜひそういうような形で、やっぱり教育長の考えの

もと、教育長の指導のもと、やっぱりこういうふうにあるべきだということで先生方も含め

てそういうふうに倣って進んで、より向上するような取り組みをお願いしたいと思います。 

  また、体力のほうも震災後、ある意味反復運動とかそういうようなのが回復してきたという

ことでございます。以前は校庭に仮設住宅があってどうのこうのっていって、なんか入って

いる人たちが肩身の狭い思いをしたようなこともありましたけれども、今は、まだ全部は取

っ払っていないですけれども、そういうふうなことで環境も整備されてきた。あとは、あれ

ですよね、スクールバスができるだけ遠くへとめて、こういうふうに歩かせるとか、いろん

なことで。あとは、やっぱり教育委員会の指導のもと休み時間とか、休日にも校庭を開放し

ていろんな遊ぶような、遊びに行きたくなるような環境整備も必要かなと、そういうふうに

考えておりますので、その辺のほうもひとつ、教育長の辣腕を発揮していただきたいと思い

ます。 

  そしてあとは、いじめなんですけれども、どうなんでしょうね。教育委員会と学校との関係

ということで考えるときに、学校と教育委員会って別組織ですよね。父兄とすれば、いろん

なこういう事例があるから、あったから、じゃあ教育委員会に相談に行きますよって来たと

きに、そういう人たちの納得のできるような指導とか、なんか壁があるとかなかなかこうい

う問題でできないとかって、ないんでしょうか。私はあると思うんですが、いかがですか。 

○議長（三浦清人君） 教育長。 

○教育長（佐藤達朗君） 菅原議員、篤とご承知で話しているのかと思いますけれども、子供の

教育に当たっては学校教育、それから家庭教育、社会教育と、やはり学校、家庭、地域が一
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体となってやっぱり指導していくというのが私は自然だと思います。その３者がやっぱり連

携、そして協力し合うことが一番望ましいわけです。そこに壁をつくるような、やはりやり

方は好ましくないと思っております。今、議員ご質問ありました、学校と教育委員会の関係

でございますけれども、教育委員会は学校の教育環境をやはりきちっと整備するという、こ

れは単純に物質的なものではなくて、それだけではなくて、先生方、それから校長、それら

の支えというか、そういうことも教育委員会は担っております。したがって、学校が教育委

員会に来にくくなるだとか、教育委員会と余り接触を持たないというような、そういうふう

なやり方はないと思っております。それから、保護者の方がさまざまな問題を学校に持ちか

けて、そしてさらには教育委員会のほうにも来るというふうなこともございますけれども、

私は壁をつくってはいけないと思っておりますので、保護者の方がそういうことを思わない

ような、そういうふうな教育委員会でありたいなと思っております。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） そうですね、壁をつくらないでこういうふうにやっていきたいと思いま

す。また、例えば、以前も質問したときに学校からいじめとかそういう事例はない、そうい

うふうな答えをいただいていました。ただ、ちょっとうがった見方になるかと思うんですけ

れども、学校ではなかなかそういうのを出しがたい、なかなか出さないでそこで何とか解決

しようとか、そういうふうな雰囲気があると思うんですけれども、教育委員会としてはやっ

ぱり子供たちのためなんで、いろんな意味で独自にアンケートをとれるかどうかわからない

ですけれども、やれることはずっといろんなことで、先ほど言いましたように壁をつくらな

いでそういうふうな対応をしていくべきだと思うんですけれども、これまではどうだったか

知りませんけれども、新年度からそういうふうなことでやっぱり教育長主導でいろんなこと

で、全ては子供たちのためということでやっていただきたいと思うんですけれども、いかが

でしょうか。 

○議長（三浦清人君） 教育長。 

○教育長（佐藤達朗君） 菅原議員おっしゃるとおりだと思います。学校側の、具体的にはいじ

めの話出たんですけれども、学校の中でいじめを隠すというようなやり方は好ましくないと

いうことで、これは常々校長会等では話しております。ただ、隠すとか隠さないという問題

じゃなくて、いじめの認知ができないというケースがございます。これは学校の中だけでは

限界があると。もう学校の離れたところだとか、また家庭だとか、地域だとか。ですから、

こういういじめの認知については、やっぱり学校の職員だけじゃなくて、教育委員会だけじ
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ゃなくて、地域の方々の協力、保護者の協力を得ながら、やっぱり認知の共有っていうんで

すか、これは重要だと思います。したがって、さまざまな情報があれば、それはさまざまな

角度からさまざまな方法で共有していくというやり方を、やっぱり新年度もそれを続けてい

きたいなと思っております。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） 私が大変残念に思っているのは、仙台市のことで子供が自殺したとかい

ろんなことであって、教育委員会と学校との連携がなかなかとれていなくて、私に言わせれ

ば教育委員会の対応が遅い、何でなんだというそういう思いでずっと見てまいりました。そ

ういう、我が町にはそういう事例がないからいいんで、例えばいろんなことでニュースなん

かを見ますと、いじめられたって言いますけれどもということなんです。当該のいじめたほ

うは、自分はそんないじめた認識がないとか、からかっただけだとか、そういうふうなこと

が多々多いような感じがするんで、その辺の判別もなかなか難しいと思うんですけれども、

やっぱり学校、地域、いろんなことで連携をしながらそういうふうなことで取り組んでいっ

て、いじめとかそういうのがない、楽しくきょうも元気で笑顔で行ける学校であるような環

境づくりに邁進していってほしいと思います。そのリーダーシップをこれからもとっていっ

てほしいと思います。それ、よろしく。 

○議長（三浦清人君） 教育長。 

○教育長（佐藤達朗君） 大変力強い後押しをいただきました。今のお話を肝に銘じまして、さ

らに一層努力してまいりたいなと思っております。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） 次に、食べ残しはどうなのかということでございます。これは、この前

も給食センターにも行って、学校にも行ったんですけれども、新聞とかいろんなことで報道

されているような大きな食べ残しは当町ではない、そういうふうなことを私は認識しました

が、食べ残し、これは一番は好き嫌いだと思うんで、これ子供のころから家庭で嫌いなもの

は与えないで育ったとかそういう要因もあると思うんですけれども、食育と兼ねて教育長ど

のようなお考えをお持ちでしょうか。 

○議長（三浦清人君） 教育長。 

○教育長（佐藤達朗君） 先ほどの答弁の中で申し上げましたけれども、やはり出されたものは

全て完食してほしいというのは願いでございます。ただ、子供によってはやっぱりさまざま

な、特に時代の変化に伴って子供のその食に対する考え方も若干変化してきているのかなと
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いうようなことがございます。したがって、やっぱり食育指導を通して、食べ物というのは

これは肉体を維持するだけではなくて、やはりそれをつくってくれる方々の気持ちだとか、

そういうのももっともっと深く認識させて残食を減らすような取り組みを、今後一層取り組

んでいかなければならないなと思っております。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） 今、教育長おっしゃりましたように食育って大事なんですよね。食べる

ものに感謝をし、つくった人に感謝をし、いろんなことで感謝の念も湧いてくるのが食育だ

と思うんです。そんな中で、先ほど来いろいろ言っていますけれども学校給食ね。団体で食

べる、これは礼儀作法から始まって、いろんなことでかなりの教育的効果もあるものと思い

ます。ただ、現場の先生方に言えば、例えば早く食べなさいとか、これ残さないで食べなさ

いとか、そういう強要をするんじゃなくて、やっぱり何でこれ食べなきゃだめなのかという

ようなものをきちんと教えてやるのが食育であり、いろいろ感謝の念が湧いてくるあれだと

思うんです。 

  教育長、あとは若干給食費とか、以前は未納とか、言葉は悪いんですけれども食い逃げとか

多々あったように記憶していますけれども、今、現段階でどのような状況でしょうか。 

○議長（三浦清人君） 教育長。 

○教育長（佐藤達朗君） やっぱり給食費の未納については、そう額は多くないんですけれども

ございます。過年度分も含めると、それはやっぱりあります。ただ、これの解消については

給食センター等にでも、あとは学校のほうにでも私のほうから指導しておりまして、指示し

ておりまして、これについては改善をしていきたいなと思っております。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） あとは、これも仙台市でありました、カロリーの率が、パーセンテージ

が低いとか、当町ではどのようになっているのか。あとは、やっぱりいろいろこういうふう

な諸物価が値上がりしてきたりなんかすると、やっぱり基準のカロリーを満たすためには給

食費の値上げとかそういうのもいろいろなことで考えられるわけでございますけれども、現

段階で、31年度はともかく、ここ二、三年でどのような形で推移していくのか。ちょっと、

よく簡単に言うんですけれども、自給自足、町内の地産地消ですか、その割合とかわかりま

したらお願いいたします。 

○議長（三浦清人君） 教育長。 

○教育長（佐藤達朗君） 給食のカロリー、栄養素というか、かなり細かくございます。その中
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で５項目ぐらいですかね、若干不足しているという。ですから、うちの町の場合はそういう

栄養素については、ほぼ100％というかになっております。 

  地産地消は、努めて地元産のものを利用しようとは思っているんですけれども、さまざまに

ハードルが高い部分もあるんですよ。それは食材を確保するための量の問題と、それからあ

とは、例えば具体的に申し上げますと、南三陸町は漁業の町で魚を子供たちにたくさん食べ

させたいなと思っておりますけれども、地元の魚を調達しようとすると漁協のほうに行きま

すよね。そうすると、１本とか２本とか大きさで購入しなきゃなりませんので、それを今度

加工するのがまた大変で、それでまたコストが上がってくるというようなことで、いろいろ

とハードルも高いところがありますけれども、努めて地場産品を食材に使いたいなというよ

うな考えは持っております。（「給食費」の声あり）給食費というか、給食費の値上げ、来

年度はこの間給食審議委員会ですか、その場で来年度の給食費は据え置きということにして

おりました。来年度、消費税が上がるということだったんですけれども、その分も含めて来

年度はもう１年間ちょっと据え置いて様子を見ようということでしております。 

○議長（三浦清人君） 菅原辰雄君。 

○12番（菅原辰雄君） わかりました。いろいろ多岐にわたって聞いてまいりました。次代を担

う子供たち、今、今年度は何人生まれたかちょっとわかりませんけれども、年々子供たちの

数が少なくなっているので、大事な子供たちですから、婚活から始まって、いい教育環境の

もとで子供たちを正しい道に導いていくことを切に熱望して質問を終わります。 

○議長（三浦清人君） 以上で、菅原辰雄君の一般質問を終わります。 

  お諮りいたします。 

  本日は議事の関係上、これにて延会することにしたいと思います。これにご異議ありません

か。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三浦清人君） なしと認めます。よって、本日は議事の関係上、これにて延会すること

とし、明７日午前10時より本会議を開き、本日の議事を継続することといたします。 

  本日は、これをもって延会といたします。ご苦労さまでした。 

     午後３時４８分  延会 


